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平成２９年度第１回 小金井市国民健康保険運営協議会 

平成２９年８月１７日 

 

 

◎高橋保険年金課長 それでは、お待たせいたしました。定刻となりましたので、平成２９年

度第１回国民健康保険運営協議会を始めさせていただきます。 

 本日はお忙しいところ、ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

 本協議会につきましては、平成２９年１月１日から新たな任期となっているところでござい

まして、新たな委員の皆様での第１回目の協議会となります。したがいまして、本日の各委員

席につきましては、現時点では仮議席とさせていただいているところでございます。 

 皆様から見て右手のほうから、小金井市国民健康保険条例第２条第１号による被保険者を代

表する委員４名、第２号による保険医または保険薬剤師を代表する委員５名、第３号による公

益を代表する委員５名、また最後に、第４号による被用者保険等保険者を代表する委員２名の

順となってございます。 

 なお、被保険者を代表する委員につきましては、定数５名のうち１名が欠員となっておりま

す。 

 また、ご着席の順番につきましては、それぞれの区分ごとの中で５０音順とさせていただい

ておりますので、あらかじめご理解いただければと思います。 

 続きまして、本来でありますと、小金井市国民健康保険運営協議会規則第４条の規定に基づ

きまして、この場で市長より委嘱状の交付をとり行わせていただくところですが、誠に恐縮で

はございますが、委員各位に既に郵送という形で交付をさせていただいておりますので、その

旨ご了解をお願いいたします。 

 なお、今回の任期につきましては、平成３０年１２月３１日までとなってございます。どう

ぞこの期間よろしくお願い申し上げます。 

 次に、副市長の小泉からご挨拶をさせていただきます。副市長、よろしくお願いします。 

◎小泉副市長 皆さん、こんにちは。副市長の小泉と申します。よろしくお願いいたします。 

 本日はお暑い中、国民健康保険運営協議会に出席いただきまして、誠にありがとうございま

す。日頃から国民健康保険事業に多大なるご尽力をいただくとともに、市政全般にわたりまし

てご協力賜りまして、この場をかりて厚く御礼申し上げます。 

 さて、皆さんご存じの方もいらっしゃると思いますが、国民健康保険制度は平成３０年４月

から、都道府県も保険者となる大改革が予定されております。現在区市町村を連携させるシス

テムの導入など、関係機関の作業が進んでいるところでございます。 

本市の国保における財政状況でございますが、他市と比較しても厳しい状況が続いておりま

したが、国民健康保険税の徴収に力を入れるなど、国保財政の健全化に努めてまいりました。 

 その結果、平成２６年度決算からは実質収支が黒字となり、国保財政の調整機能を果たす市
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の基金に元金積立を行うことができるなど、平成３０年の制度改革の前に、財政収支の一定程

度の改善が図られたところでございます。 

 一方で、市町村による法定外繰入につきましては、全国的に制度の構造的な課題の一つとな

ってございます。小金井市、本市におきましても、一般会計からの法定外繰入は継続して行っ

ている状況でございまして、その解消は大きな課題と考えてございます。 

 今回の大規模な制度改革は、市町村国保の構造的な課題に対応し、持続可能な医療保険制度

を構築するためのものとなります。内容につきましては、後ほどご説明させていただきますが、

委員の皆様方のご理解とご協力を賜りながら、これまで以上に都内並びに国内の保険者の中で

の本市の状況を認識いたしまして、国民健康保険制度の円滑な運営に努めていきたいと考えて

おります。 

 委員の皆さんには、お忙しいところ誠に恐縮でございますが、ご審議いただきますよう重ね

てお願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。 

◎高橋保険年金課長 それでは、続きまして、事務局の職員をご紹介させていただきます。 

 改めまして、副市長の小泉でございます。 

◎小泉副市長 小泉です。よろしくお願いいたします。 

◎高橋保険年金課長 市民部長の藤本でございます。 

◎藤本市民部長 市民部長の藤本です。よろしくお願いします。 

◎高橋保険年金課長 納税課長の上石でございます。 

◎上石納税課長 納税課長の上石です。よろしくお願いします。 

◎高橋保険年金課長 保険年金課国民健康保険係から、係長の伊藤でございます。 

◎伊藤国民健康保険係長 伊藤と申します。よろしくお願いします。 

◎高橋保険年金課長 主査の野村でございます。 

◎野村国民健康保険係主査 野村と申します。よろしくお願いします。 

◎高橋保険年金課長 主任の最所でございます。 

◎最所国民健康保険係主任 最所と申します。よろしくお願いいたします。 

◎高橋保険年金課長 私は、保険年金課長の高橋でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

◎藤本市民部長 それではこれからの進行につきましては、会長が決まるまで、私、市民部長

のほうで進めさせていただきます。それでは、着座したまま進めさせていただきます。 

 本日は、今期初めての会議でございますので、私のほうから各委員をご紹介させていただき

ますが、各委員の皆様におかれましては、ご挨拶をいただければ幸いでございます。なお、ご

挨拶は着席のままお願いをいたします。よろしくお願いします。 

 まず、皆様から見て右側からご紹介をいたします。 

 初めに、第１号被保険者を代表する委員でございます。 

 金井委員でございます。 
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◎金井委員 よろしくお願いします。 

◎藤本市民部長 齊藤委員でございます。 

◎齊藤委員 齊藤です。よろしくお願いします。 

◎藤本市民部長 鈴木委員でございます。 

◎鈴木委員 よろしくお願いします。 

◎藤本市民部長 松本委員でございます。 

◎松本委員 松本です。どうぞよろしく。 

◎藤本市民部長 次に、第２号保険医または保険薬剤師を代表する委員でございます。 

 小金井市医師会から瀬口委員でございます。 

◎瀬口委員 よろしくお願いします。 

◎藤本市民部長 西野委員でございます。 

◎西野委員 よろしくお願いします。 

◎藤本市民部長 穂坂委員でございます。 

◎穂坂委員 よろしくお願いします。 

◎藤本市民部長 続きまして、小金井市歯科医師会から黒米委員でございますが、本日欠席す

る旨のご連絡をいただいておりますのでお伝えいたします。 

 小金井市薬剤師会から池田委員でございます。 

◎池田委員 池田です。よろしくお願いいたします。 

◎藤本市民部長 続きまして、第３号公益を代表する委員でございます。 

 民生委員から永並委員でございます。 

◎永並委員 よろしくお願いします。 

◎藤本市民部長 小金井市議会から遠藤委員でございます。 

◎遠藤委員 よろしくお願いいたします。 

◎藤本市民部長 片山委員でございます。 

◎片山委員 よろしくお願いします。 

◎藤本市民部長 森戸委員でございます。 

◎森戸委員 よろしくお願いします。 

◎藤本市民部長 渡辺委員でございます。 

◎渡辺委員 よろしくお願いいたします。 

◎藤本市民部長 最後に、第４号被用者保険等保険者を代表する委員でございます。 

 全国健康保険協会から倉田委員でございます。 

◎倉田委員 倉田でございます。よろしくお願いします。 

◎藤本市民部長 健康保険組合連合会から吉田委員でございます。 

◎吉田委員 吉田でございます。よろしくお願いいたします。 

◎藤本市民部長 ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
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 それでは、ただいまから議事に入るわけでございますが、議事に入る前に、本会議の成立の

可否につきまして、事務局からご報告をさせていただきます。 

◎伊藤国民健康保険係長 それでは、本会議の成立の可否についてご報告いたします。現在、

委員定数１７名中、１５名のご出席をいただいております。なおかつ、条例で定めております

第１号から第３号の各委員１名以上のご出席をいただいておりますので、小金井市国民健康保

険運営協議会規則の第７条の規定に基づく定足数に達しております。したがいまして、本会議

は成立しておりますので、その旨ご報告させていただきます。 

◎藤本市民部長 事務局より本会議の成立について報告させていただきました。 

 続きまして、ここで本日の資料の確認をいたします。事務局、お願いいたします。 

◎伊藤国民健康保険係長 それでは、本日の資料の確認をさせていただきます。 

 まず、先日郵送させていただきました資料２点になります。１点目、予算関係でございます。

参考に、平成２９年度国民健康保険の予算関係の書類として、「平成２９年度歳入歳出予算事

項別明細書」をお配りさせていただいております。２点目、制度改革関係でございます。 

 机の上に配付しております資料４点になります。１点目、議事日程でございます。２点目、

委員名簿でございます。３点目、「平成２９年度小金井市国民健康保険運営協議会開催スケジ

ュール（案）」でございます。４点目、「小金井市国民健康保険運営協議会規則」でございま

す。 

 以上でございますが、資料の不足のある方はいらっしゃいますでしょうか。 

◎藤本市民部長 資料につきまして不足等ありましたら挙手をお願いします。よろしいでしょ

うか。 

 それでは、早速議事に入らせていただきます。本日の日程につきまして、既に机の上に配付

しております議事日程のとおりでございます。 

 日程第１「小金井市国民健康保健運営協議会臨時議長の選出について」を議題とさせていた

だきます。本協議会は新たな任期となっておりますので、会長及び会長職務代行者を新たに選

出していただくことになります。このため、臨時の議長を選出する必要がございます。 

 それでは、小金井市国民健康保健運営協議会臨時議長の選出についてお諮りをいたします。

従前の例によりまして、最年長者であられます金井委員を臨時議長に指名したいと思いますが

いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎藤本市民部長 それでは、ご異議なしと認めます。金井委員を臨時議長に指名させていただ

きます。 

 交代のためしばらくお時間をいただきたいと思います。金井委員、お願いいたします。 

（金井臨時議長、臨時議長席へ移動） 

◎金井臨時議長 皆様、こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、ただいま

ご指名いただきました金井でございます。重ねてどうぞよろしくお願いいたします。 
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 それでは、会議を続けさせていただきます。日程第２の「小金井市国民健康保健運営協議会

会長並びに会長職務代行者の選挙について」を議題といたします。 

 会長並びに会長職務代行者は、国民健康保険法施行令第５条の規定に基づき、第３号による

公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙することとなっております。どなたか選

出方法についてご意見がございましたら、どうぞよろしくお願いいたします。渡辺委員。 

◎渡辺委員 指名推選でお願いいたします。 

◎金井臨時議長 今、選出方法について、渡辺委員のほうから推選とのご意見がございました。

指名推選によって決めることについて、ご異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎金井臨時議長 ありがとうございます。それでは異議なしということでございますので、そ

のように進めさせていただきます。 

 したがいまして、指名推選で会長を選んでいただきますが、どなたかご推選していただけま

せんでしょうか。渡辺委員、どうぞ。 

◎渡辺委員 経験豊富でいつも公平公正な遠藤委員を推選させていただきます。 

◎金井臨時議長 ありがとうございます。ただいま、遠藤委員を会長として推選する旨のご発

言がございました。 

 お諮りいたします。遠藤委員を会長に選出することについて、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎金井臨時議長 ありがとうございます。それでは、ご異議なしと認めます。よって、ただい

まご指名のありましたとおり、会長に遠藤委員を選出することに決定いたしました。 

 次に、会長職務代行者の選出方法について、ご意見がございますでしょうか。渡辺委員。 

◎渡辺委員 同じく指名推選ではいかがでしょうか。 

◎金井臨時議長 ただいま、会長職務代行者の選出方法について、指名推選とのご意見がござ

いました。指名推選により決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎金井臨時議長 ありがとうございます。異議なしということでございますので、そのように

決定いたします。 

 したがいまして、指名推選で会長職務代行者を選出させていただきますが、どなたか推選し

ていただけませんでしょうか。どうぞ。 

◎渡辺委員 民生委員の永並委員を推選させていただきたいと思います。 

◎金井臨時議長 ただいま、永並委員を会長職務代行者として推選するというご発言がござい

ました。 

 お諮りいたします。永並委員を会長職務代行者に選出することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎金井臨時議長 ありがとうございます。ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名のあ
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りましたとおり、会長職務代行者に永並委員を選出することに決定いたしました。 

 会長並びに会長職務代行者が決定いたしましたので、臨時議長の職務は終了いたしました。

ご協力どうもありがとうございました。 

 それでは、会長と交代させていただきます。しばらくお待ちいただきます。失礼します。 

◎藤本市民部長 金井臨時議長におかれましては、大変ありがとうございました。 

 遠藤会長、こちらの席にお願いいたします。 

（金井臨時議長、委員席へ移動） 

（遠藤会長、議長席へ移動） 

◎藤本市民部長 会長及び会長職務代行者が選任されました。初めに会長から就任のご挨拶を

お願いいたします。 

◎遠藤会長 大事な国民健康保険ということで、以前もこの席に座らせていただいた経験があ

りますけれども、改めてまた初心に戻りまして、皆様方と本当に心から審議を尽くしていきた

いと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

◎藤本市民部長 ありがとうございました。 

 続きまして、会長職務代行者に就任のご挨拶をお願いいたしたいと思います。永並委員、よ

ろしくお願いします。 

◎永並委員 永並です。よろしくお願いします。不慣れではございますが、皆様のご協力を得

て務めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

◎藤本市民部長 ありがとうございました。 

 本協議会の議長につきまして、小金井市国民健康保険運営協議会規則の第６条の規定により

まして、会長が行うこととなっております。それでは、遠藤会長、よろしくお願いいたします。 

◎遠藤会長 それでは、議事を進めさせていただきたいと思います。 

 これより委員の議席の指定を行いたいと思いますが、従前の例によりまして、ただいま着席

されている仮議席をもって議席といたしたいと思いますが、いかがでしょうか。ご異議ありま

せんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎遠藤会長 ご異議なしということですので、そのとおり決定させていただきます。 

 次に、小金井市国民健康保険運営協議会規則の第９条第２項の規定によりまして、会議録署

名委員２名を指名したいと思います。１番の金井委員、２番の齊藤委員のお二人を会議録署名

委員として指名いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 副市長は所用のため、これで退席をされるということですので、よろしくお願いいたします。 

◎小泉副市長 退席させていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

（副市長退席） 

◎遠藤会長 それでは、日程第３「平成２９年度国民健康保険特別会計予算の概要について」

のご報告をさせていただきます。よろしくお願いします。 
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◎高橋保険年金課長 それでは、着座のままにてご報告させていただきます。 

 日程第３「平成２９年度小金井市国民健康保険特別会計予算の概要について」を報告をさせ

ていただきます。予算関係の資料、平成２９年度国民健康保険特別会計予算概要の資料を使っ

てご説明させていただきます。 

 平成２９年度国民健康保険特別会計の当初予算の予算総額は１２３億５,８７３万６,０００

円、前年度当初に対し３,３８１万５,０００円、０.３％の減となってございます。 

 増減の主な内容についてご説明をしてまいります。それでは、資料左側、歳入の側をご覧く

ださい。款１国民健康保険税です。前年度当初予算に対し、９,１０４万７,０００円、３.４％

の減となっています。平成２９年度は税率改定を見送りましたが、被保険者数の減少により、

調定額の減少を見込んだことによるものです。 

 国民健康保険の被保険者数はここ数年減少傾向にあります。平成２９年度当初予算編成時に

は、平成２８年度の年間平均被保険者数を２万５,９９７人と見込み、平成２９年度は６７４人、

２.６％減の２万５,３２３人と見込んでおりました。平成２８年度末の被保険者数が２万４,

８８８人、本年７月末現在が２万４,７６４人となっていることから、調定額の見込みも予算よ

り少なくなることも懸念されている状況でございます。 

 被保険者数の減少の要因ですが、会社を退職し、国保に移行する世代が団塊の世代の次の世

代となり、国保への移行者が減少していること、また社会保険加入による資格喪失が増えてお

り、平成２８年１０月施行の社会保険適用拡大の影響や、雇用環境の改善によるものと考えて

ございます。 

 次に、款３国庫支出金です。前年度対比４,６０８万５,０００円、２.２％の増となっていま

す。主な要因は法定負担である療養給付費負担金ですが、医療費の保険給付費が減少している

ものの、それ以上に前期高齢者交付金も減少しており、国庫負担金の算定上の基準額が増とな

っているためです。高額医療費共同事業負担金も高額療養費の増に伴い、増となっております。 

 また国庫補助金では、平成３０年度に向けた大きな制度改革のためのシステム改修の補助金

を計上するなどにより、増となってございます。 

 次に、款４療養給付費等交付金です。前年度当初予算に対し、７,７３３万７,０００円、３

２.９％の減となっています。退職被保険者に係る交付金ですが、退職被保険者制度は後期高齢

者医療制度の創設により平成２０年３月で廃止となっており、経過期間を残すのみで、平成２

７年４月以降は新たに退職被保険者となる方がいないため、退職被保険者人数が大きく減少し、

対象の保険給付費も減少することから、歳入の交付金も減少となるものです。 

 次に、款６都支出金です。７,４９４万４,０００円、９.６％の増となっております。都負担

金では先ほどの国庫負担金と同様、高額医療費共同事業負担金が増となっております。また都

補助金では、国民健康保険事業都費補助金で保険税の賦課率や収納率などの成績分の増を見込

んでおります。 

 款７共同事業交付金です。前年度当初予算に対し、６,１３２万５,０００円、２.２％の増と
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なってございます。 

 次に、飛びまして、款９繰入金です。項２の基金繰入金ですが、前年度当初予算に対し、３,

０００万円、１５０％の増としています。予算収支におきまして歳入の不足が生じたことから、

国保の財政調整機能を果たす国民健康保険事業運営基金を５,０００万円取り崩し、収支の均衡

を図ったものでございます。 

 続きまして、資料の右側をご覧ください。歳出になります。款１総務費です。２年に１度の

被保険者証の更新や制度改正のシステム修正があることから、１,８４７万６,０００円、１０.

５％の増となってございます。 

 款２保険給付費です。前年度当初予算に対し、１億４,２５７万５,０００円、２.０％の減と

なっております。１人当たり医療費はこの数年増加傾向にありますが、被保険者数が減少して

いることから、保険給付費の減少を見込んでいるものでございます。 

 款３後期高齢者支援金等につきましては１,１２２万９,０００円、０.８％の減、少し飛びま

して、款６介護納付金につきましては２６４万２,０００円、０.５％の減となっております。

いずれも前々年度の確定に伴う精算で、平成２９年度概算額から差引額が多くなっていること

が、減の主な原因となってございます。 

 恐縮ですが、少しお戻りいただきまして、款４前期高齢者納付金等です。２８万４,０００円、

３６.７％の増で当初予算化したところです。本年度に入ってから届きました社会保険診療報酬

支払基金の決定通知の決定額とするため、６月の議会に３９８万３,０００円増額の補正予算を

上程し、可決いただいているところでございます。 

 款７共同事業拠出金につきましては、歳入の交付金の増額幅より多い１億５７６万９,０００

円、３.６％の増となっているところです。 

 次に、款８保健事業費です。特定健診や特定保健指導、レセプト、特定健診のデータを活用

しまして、医療費の抑制を図るデータヘルス事業などの経費が計上されています。 

 項２保健事業費では、計画期間が終了する特定健診及びデータヘルス事業計画の策定支援委

託料などにより増額となってございます。 

 本市の国保財政の運営は、平成２６年度決算から実質収支を黒字に転換することができまし

たが、一般会計からの法定外繰入は今年度も継続している状況です。引き続き国保財政の健全

性を図りながら、次年度に控えている大規模改革の準備を進め、新たな制度の考え方のもとで

の平成３０年度の予算編成に努めてまいりたいと考えてございます。 

 以上で説明を終了いたします。 

◎遠藤会長 事務局の報告が終わりました。それでは事務局に対しまして、何かご質問はござ

いませんでしょうか。よろしいですか。森戸さん。 

◎森戸委員 今、２９年度の予算ということで説明をいただいたんですが、２８年度の予算と

の比較になっているんですね。決算がどういうふうになっているのかということもあるんです

けれども、１つは、平成で言うと２６年、２７年と連続して国保税を増額、引き上げをされた
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わけですよね。２７年度の決算で見ると、約５億円の黒字となっていたと思うんです。その５

億円を最終補正で、先ほど副市長が言われたように、一部積立金に回し、約４億円を一般会計

に戻したということだと思うんです。 

 それで、その４億円をもし戻さなければ、もうちょっと２９年度の国保税そのものを引き下

げることも含めた対応がとることができたのではないかなと思うわけですが、その点、国保会

計には１億残し、一般会計に４億を繰出して戻したと。これは法定外繰入だから８億あって、

そのうち４億を戻したんだということなんですが、もうちょっと戻す割合をなぜそうしたのか

ということも含めてご説明いただけないかなと思いますが、いかがでしょうか。 

◎高橋保険年金課長 それでは、保険年金課長です。まだ２８年度の決算で詳細なところがあ

りますのであれなんですが、おっしゃることの趣旨としては、一般会計からの繰入金が余った

ような状況があるので、もう少し国保税の値上げの幅が下げられたのではないかということで

よろしいでしょうか。 

◎森戸委員 まあ、そういうことですけど、それとあわせて、５億円の黒字分をなぜ国保会計

１億、一般会計繰出４億という分け方にしたのかということを含めて、ちょっとご説明をいた

だけないかということであります。 

◎高橋保険年金課長 基金に関しては一応基金条例のほうで定めがあって、剰余金の１割とい

う形になっています。そこの考え方はあるかと思いますけれども、翌年度に繰り越した金額の

１割という形で、それも一般会計のほうと事前にいろいろ調整をして、整理させていただいた

形と認識してございます。 

 また、一般会計からの法定外の繰入に関しては、やはり本来であれば制度上のそれぞれが持

つ負担の割合であったり、そういったものを基本として、独立した形で国保の会計が成り立つ

という形になるかと考えておりますので、しばらく赤字が続いたような状況で黒字に転換した

ときに、その整理については、やはり一般会計と協議をしながら状況を考えていったところが

あると思います。 

 ただ、これから後に制度改革の話もさせていただきますが、基本的には一般会計から法定外

の繰入を行うことに関しては、全国的にやはりこの制度を維持していくに当たっても、いろい

ろと大きな課題という認識できたところでおります。方法はこれから皆様のご意見を伺いなが

ら考えていかなくてはいけないと思いますが、最終的には、この法定外の繰入を解消すべきも

のも国のほうから示されるような状況になってきておりますので、そういったところも含めて

考えていきたいと思ってございます。 

◎森戸委員 本来なら５億円もの黒字が出たわけで、２８年度それを会計処理されたと。２９

年度の国保税を決定するに当たっても、もう少しその剰余金５億を活用して、被保険者の負担

を軽減していくことが必要ではないかと、これは意見として申し上げておきます。法定外繰入

の問題を常日頃から市はおっしゃるんですが、基本的に国保は社会保障制度であるということ

が、国保法の中ではうたわれています。 
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 しかも、今日協会けんぽの被用者の方々もいらっしゃいますが、他の健康保険と比べて年齢

が高く、なおかつ平均所得は低いというのが国保加入者の特徴でありまして、最低限の保障を

していくという意味で、法定外繰入はされているものだと私は認識をしています。 

 したがって、これを全部独立した特別会計にするとしたら、８億円余りのお金を２万から３

万の加入者に全部負担してもらうことは現実的に不可能なことで、そういう点で、やはり繰入

されたものをどう扱うかということについては、もう少し被保険者の負担を軽減していく立場

で活用していただきたいなと思います。 

 これから都道府県単位化になったときに、一般会計からの繰入をどうするかというのは、非

常に大きな問題になってくると思います。しかし現状の国保法、また厚生労働省も、一般会計

からの繰入をしちゃだめだとは言っていないんです。適切に対応しなさいと言っているわけで、

やはりそういう点では、今後も新たな制度になっても、この一般会計からの繰入というのは、

国保という制度の構造上の問題を含めて考えると、必要なことではないかと思いますので、そ

れは意見として申し上げておきたいと思います。 

 以上です。 

◎遠藤会長 ほかにはご質問いかがでしょうか。齊藤委員。 

◎齊藤委員 この協議会は何カ月ぶりか、多分１年近く開かれていない、久しぶりに開かれた

ものですけど、今の説明を聞いても正直よくわかりません。なぜかというと、私が健康保険組

合を運営したときの経験では、６月には前年度、つまり２８年度の決算は終わっているわけで

す。我々の場合はこういう資料もつくるんですけれども、民間でありますし、特に決算との比

較を出すわけです。 

 予算と予算を比較する、国の制度だからこうなっているんですけれども、さっきの説明、そ

れから市議会の議員の方は議会で聞いているから、今の繰入だとか何とかというのはおわかり

なんでしょうけれども、私にはとにかくよくわからないわけで、話も初めて聞いたわけです。

ですからどうして決算の書類が来ないのか。 

 翻って言えば、予算だって開く必要がないからというので、運営協議会は開かれなかったわ

けです。その予算の案が議会を通ったら少なくとも僕らには教えてほしい。今回の場合は決算

を教えてもらわないと、もう仮の姿の去年の予算を教えてくれたって、はっきり言って意味な

いですよ。 

 我々がそれに基づいて何か指摘しろとか、案を出せといったって、案と比較したってしよう

がないじゃないですか。国の制度だからそうだというんですけれども、少なくとも我々につい

ては、決算との比較との表をもう一枚いただかないと、仮の姿で話してもしようがないんじゃ

ないかというのが私の意見です。 

◎高橋保険年金課長 済みません。私もちょっと初めてで不慣れで申しわけなかったんですが、

市のほうでは２８年度の決算については、これから９月の議会のほうにかけるような形で、細

かい分析等も含めて進めていくような時期的な問題がございます。ですので、今回先に予算の
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ほうの説明をさせていただいて、次回以降のところでタイミングをはかりながら、決算のお話

はさせていただこうと思っておりました。ご意見いただきましたので、今後、来年度以降も含

めての進め方については、考えさせていただければと思います。 

◎齊藤委員 例えば私の経験上では、そういう場合はまずなかったんですけれども、６月じゃ

ないとしたら、かわりに直近の確定した数字があるわけです。例えば民間で言えば４月から１

月とか、４月から２月とか、それに見込みの３月分が幾らだというのをやって、仮の決算予想

というのをやるんです。そのぐらいはできるんじゃないかと。コンピューターの社会だし、予

想を加えればいいだけですから。確定数字に予想を加えれば大体出るはずなんだと思うんです。

そのくらいの資料はいただきたいと希望します。 

◎森戸委員 今、齊藤さんからご指摘があったんですが、決算はもう確定しているはずです。 

◎齊藤委員 と思いますよ。もうこの時期ですから。 

◎森戸委員 私たちのところにも、各会計の決算を今日配付していただいたんです。ですから、

たまたま今日だったので、今日開かれているので出ないわけではないと思いますので、少なく

ともそれは、この協議会の委員にはご配付いただかないといけなかったものではないかなと、

私もそう思います。私はもう２９年度の予算の説明は、２８年度中にこの協議会になされてい

るのかなと思っていたものですから、冒頭で今そういう発言をしたんですが、それも開かれて

いなかったということでしたので、ちょっとそれは。 

◎齊藤委員 森戸委員の説明を聞いていても何だか全然わからなかったですよ。 

◎森戸委員 わからないですよね。そうですよね。 

◎齊藤委員 だからずっと去年の秋ごろから一回も開かれていないんです。なので、予算が確

定したのかもわからないし、今のお話も今聞いて初めてわかったので、それはちょっと改善す

べきじゃないかなと思います。 

◎森戸委員 そうですよ。 

◎藤本市民部長 すみません、私のほうから。運営協議会の開催時期、またあとはその資料の

提出の仕方というところも、時期的なものもありますけれども、もっとわかりやすいようにす

るために、決算数値が出ているようでしたら、その決算数値を出すような形で、今後ちょっと

その辺のところは検討したいと思います。 

◎森戸委員 でも大体予算前には運営協議会を開いて、予算はこうなりますという説明はされ

ていたんじゃなかったでしょうか。それは。 

◎齊藤委員 それは通常だったんですけど、何かわかりませんけど、特に変更がないからとい

うことで。でも確定した数字も来ないし。私は５月だったかな、一応担当の方に電話したんで

す。なぜかというと、私もちょっと忙しかったんですけど、あまり開催されないので、何か通

知を見逃したのかなと思って。そうしたら、かくかくしかじかで実際に協議会は開かれていま

せんと。間もなく通知が行きますからというので、この会の通知が来たんです。だからそんな

に開かれないということは普通ないんじゃないかと思うんです。結果も来ない。少なくとも予
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算が来ないというのはおかしいんじゃないかと。 

◎遠藤会長 次回からは決算予算がわかるようにしていただいて。 

◎高橋保険年金課長 すみません。前回は多分昨年の１０月ぐらいに実施をしたときに、その

当該年度の予算と、あとは前年度の決算という形であわせてやっていました。それも秋口にや

っているということで、これまで一応予算に関して、または決算に関しては、報告という形で

この会にかけていたと認識をしてございました。 

 ただ、おっしゃるとおりに会期に関しても、開催の時期というものを、何か皆さんにお諮り

したりご報告したりというところのタイミングもあるかと思いますので、そういったことも含

めて、今後検討させていただければと思います。 

◎齊藤委員 私は別にこの協議会を開いていただくのが一番いいんですけど、少なくともどう

なったか教えてほしいということなんです。開く、開かないというよりも、むしろ我々の審議

した予算がこうなったということぐらい教えてほしいということです。 

◎松本委員 いいですか。協議会の規則を見ますと、第２条で協議会の職務ってありますね。

この中に今のような話というのはどこに入ってくるんですか。 

◎高橋保険年金課長 保険年金課長です。こちらの協議会で市長の諮問によって審議していた

だく内容というのは、こちら、お手元に配らせていただいています協議会規則の２条、（１）

から（６）に書いてあるようなことが基本となります。 

 ただやはり、今おっしゃられたことというのは、こういった例えば保険税の賦課方法、いわ

ゆる保険税の金額、率を変更するということであるとか、あとは、保健事業に関することとい

うのが５番にありますけれども、こういう事業についてどのような内容のものをどういった規

模でやるとかいうことをお話しいただいて、それをもとに実施することになれば予算化をして

いく形で、予算決算というのは、特に国民健康保険の場合は特別会計を持っていますので、そ

の中で皆様からいただく保険税と、あとは公費等の兼ね合いで決まっていくものですので、そ

ういった中でできる範囲というものも決まってきます。 

 どこでというお話など全体にかかる部分でもありますし、ただ、予算については議決で決ま

るような形になっておりますので、審議をするかどうかというよりも、この審議をするために、

知識として皆さんが知っておきたいというお話ではないかと思っております。 

◎松本委員 そうですよね。だから提出するかどうかは市のご当局の任意だということですよ

ね。ここで「市長の諮問により次の事項を審議し」、今何を諮問されているかわかりませんけ

れども、次の事項を審議する、それに必要な範囲で材料を提供すると。その材料の提供の仕方

については、市ご当局の判断だという整理がされているということですね。 

◎高橋保険年金課長 おっしゃるとおりだと。 

◎松本委員 そういうことですか。じゃ、今のような質問に対してはどういうふうに整理をこ

れからされていくつもりなんでしょうか。さっき部長のほうからは、提出を考えるとおっしゃ

ったんですけれども、その辺は少し整理していただいたほうがいいような気がします。大きな
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問題だと思います。 

◎金井委員 金井です。運営規則が今日ついていますけれども、もちろん諮問がなければ開か

なくていいということではないと思うんです。それで第２条の６番目に、「その他国民健康保

険事業の運営に関する重要事項」、これはもうほんとうに予算とか決算、当然ですよね。です

からそれは先ほど藤本市民部長が言われましたけれども、検討するんじゃなくて、これだけ委

員から意見が出て、提案がされているわけですから、直ちにこれは対応すべきではないかと。 

 それで、先ほど齊藤委員からも言われたように、予算と予算で比較しても、実際にどれだけ

決算されて、それに対して決算をもとに当然翌年度の予算って普通は立てるわけですから、そ

れを示すのは当然ではないかと。それを検討するというのではなくて、先ほどのお話で、今日

決算も配られているよとのお話ですから、準備はできるんだろうと思いますので。それで当然

報告するんですよね。今までも報告して、質問に答えてきているわけですから、それはやって

いただかなきゃいけないんではないかと。 

 今日の議題の後ろのほうに、まだこれから今年度、かなりたくさん開く予定になっていまし

たよね。まだこれは議題にはなっていませんけど。ですからチャンスは幾らでもあるわけで、

それまでの間に、今日は８月で、次に１０月の末にこういう内容で開きたいというご提案をさ

れるようですので。これは案ですけれども、それまで待たなくても、届けることだってできる

と思うし。ただ、届けただけでは中身がわからないので、これはやっぱり短時間でもいいから

きちっとポイントだけ説明するということは、ぜひやっていただきたいと思います。いかがで

しょうか。 

◎高橋保険年金課長 すみません、私もちょっと言葉が拙かったと思いますが、これまでも皆

さんに、この会議の中で、予算と決算に関しては報告といった形でお示しをしているところで

す。ただ先ほど齊藤委員のほうからご意見がありましたとおりに、その時期というものかなと

も考えておりますので、お示しできる時期、または会議を開いて諮問するような事項がないと

きにどうするかというところについて、検討するのはそこの部分だと思いますので、そういっ

た形で整理をさせていただければと思いますがいかがでしょうか。 

◎森戸委員 それで構わないんですが、ただここの協議会は、市長からの諮問を受けると同時

に、ある意味建議をすることができる機関なわけですよね。ですから、その第２条の（１）か

ら（６）のことについて建議できるほどの資料は、やはり運営協議会のメンバーには配付をし、

もしくは協議会で報告をするということは、市側としての最低限の業務だと私は思っています

ので、そういうことでよろしいかどうかということは確認させていただきたいと思います。 

◎齊藤委員 参考までに申し上げますと、被用者保険の場合は、これは決まっていまして、予

算のときは普通の会社では総会と言うわけです。そういう形で、議決をとって個々のものを決

めていくわけです。決算が終わったら、ただ紙を配ってこれだったよということではだめなん

です。ちゃんと決算組合会を開くこととなっていまして、そこでどうしてこうなったのかとい

う議論をするわけです。それが次の年度につながっていくわけです。 
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 だから国保の場合、その辺の縛りのところはよくわかりませんけど、我々の場合も国の制度

に従ってやっているわけなので、大きな違いはないと思うんです。決算があって何もしない、

何もないからというのもちょっとどうなのかなと思います。 

◎松本委員 参考まででいいですか。今のような話ですけれども、予算と決算がどういうふう

に重要かというのは、私は公益法人関係に今関与しているのでわかるんですけれども、予算は

理事会が勝手につくってどうだと、理事会承認でいいんです。ただ決算は、重要な事項につい

ては確実にメンバーの２分の１、きちんとその了解をとるとか、さらに重要事項があれば４分

の３の了解をとるとか、それでガバナンスあるいはコンプラを確保しようとしているわけです。

だから決算って非常に重要だと思うんです。それがないがしろにされるというのはちょっと運

営上理解に苦しむ、外から見てそんな感想を持ちます。 

 予算なんかどうでもいいんです。もう積算根拠があって、掛けてつくれば、そうですねとい

う話ですから。実行上何をやったのかという、むしろそちらのほうが重要だと思うんです。そ

れでやった事業と決算の進行とを突き合わせて、ちゃんとやっていただいたかどうかというの

を確認する、それが重要だと思うんですけれども、ご参考までです。 

◎齊藤委員 確かに私も勤めている会社の組合に行ったわけですけど、びっくりしたのは、こ

ういういうふうに予算と予算の対比にするわけです。しかし営利会社に行きますと、予算と予

算を対比したってしようがないじゃないか、決算と予算だろうというところで、修正したとい

うか、追加したというか、そうしないと、具体的な話ができないんですよ。何が問題だったの

か、何が増えたのか、じゃ、これを減らすのはどうしたらいいんだとか、そういうのがベース

がないような感じで話しちゃうわけです。 

 今も私はちょっとしゃべりづらいんだけれども、メンバーがほとんどかわっちゃって、去年

の方がいたらもっとわかりやすいというか、話しやすいんですが、しかし組織というのは人が

かわろうと継続していかなきゃいかんわけですから、申しわけないんですけど、いろいろ申し

上げているわけです。ちょっと私の感覚からいったら、何か足りないというか、抜けていると

ころがあるんじゃないか、もう一度調べていただきたいと。 

 私が行った健保組合と国保が、予算決算で制度上そんな大きな違いがないと思います。規則

はどうなっているんですかね。その辺ちょっともう一度調べていただいたほうがいいですよ。

民間の場合は、開かなきゃいけないと、ちゃんと組合の規則に書いていますから。 

◎藤本市民部長 市民部長ですけれどもよろしいでしょうか。まず予算決算の関係なんですけ

れども、こちらの国保につきましても特別会計ということで、予算は市議会の議決が必要です。

また決算につきましても、これから決算委員会がございます。こちらのほうで議会の承認とい

う形になります。運営協議会の皆さんにつきましては、こちらを報告させていただいて意見を

いただくという形になります。 

 先ほど来、齊藤委員がおっしゃいましたように、予算と予算を比べてとか、その辺のところ

は今後変えていきたいとは考えております。また、決算の数値も出る時期とこの運営協議会の
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時期もございますので、その辺も含めて協議会がきちんと合うようであれば、きちんとその辺

のところもお出ししたいと思いますし、また予算が決まった場合には、各委員さんにそれをお

配りしたりだとか、あとは決算が決まった際には、数値が公表できる段になりましたら、そち

らを各委員さんにお示ししたりということはできると思いますので、そちらは事務局のほうで

考えて進めていきたいと考えております。 

◎齊藤委員 来年度大きな改革があるかなとは、いいほうにとろうと思えばそうなんですけど、

例えば今日のこの特別会計予算概要というのは、予算を比較して、いろいろスケジュールはあ

るんでしょうけれども、やっぱり順序が違うんじゃないかと思うんです。この会議を開く前に、

我々に決算の内容は少なくとも教えていただかないと、何かちょっと抜けちゃっているんじゃ

ないですかね。そういう感じがしますよ。これで何か皆さん考えろとか意見を出せといったっ

て、決算がどうなったかわからないで話してどうなんですかね。正しい姿というか、行くべき

道がこれで出てくるんですかね。 

◎松本委員 ちょっといいですか。多分市ご当局の考えは、議会に出しているから、ここは報

告でいいと。多分それで終わっているはずなんです。ただ、去年１年間この審議会に出ていて、

議員の方の発言ってほとんどなかったので、議会でやればいい、審議会なんてどうでもいいや

と思われているかどうか知りませんけれども、我々は結局そういう報告の場だけだと認識はし

ていました。 

 ただ、今齊藤さんがおっしゃるように、ほんとうにきちんと取り組もうと、さらに今回は制

度改正が絡んできますよね。これはものすごく大きな問題なので、仕組みがわからないことに

は何の議論もできないことだと思いますので、その前提として、一体予算というのはどういう

ふうに組んでいるのか。さっきも予算の説明を受けましたけど、項目だけで中身は全然わから

ないですね。それからもう一つ、森戸委員からも繰入の話なんかありましたけれども、一般会

計と特別会計との入り繰りとか、そういう相関関係なんかもひっくるめて、ほんとうは教えて

いただかないと、なかなか本質に迫るような審議、議論というのはできないと思います。 

 だからご当局がこの審議会をどういうふうに考えているか、一にかかってそこに帰着する問

題ではないかなと思います。今までどおりでいいんだとおっしゃるのか、あるいはこれだけの

重要な改定を控えて、少しは議論の足しになるようなものを提示していくんだ、オープンにし

ていくんだというお気持ちがあるかどうか、そういうところじゃないかと私は思っています。 

◎遠藤会長 建議することができるということに関しましては。 

◎藤本市民部長 提示はしていきたいと考えておりますので。その上でもって、これから大き

な制度改革等ございますので、その中の審議をお願いしたいと考えております。ですので、決

算の数値等につきましても、今日その場ですぐにお出しするということはできませんけれども、

委員の皆様にはどういう形かでお届けできるような形は考えてみたいと思います。 

◎遠藤会長 よろしいでしょうか。 

◎森戸委員 今日決算を提出することはできないと。金井委員からは今日出せるんじゃないか
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というお話があって、また齊藤委員からは、そういう決算も含めて見ないと、予算の報告を受

けても質疑ができないじゃないかというご意見もあって、そのあたりどうなのかと。もし今日

できないとしたら、次回の協議会では、改めてこの予算問題についての議論をするかどうかと

いうことだと思うんです。 

 私たちは議会で予算を組むときに、３月の定例会で一定のものを見ていますし、それなりの

意見を言ってきましたから、いいと思うんですが、被保険者の皆さんをはじめ、協議会の皆さ

んは誰も見ていないということになると、それはちょっと公平性に欠けると思いますので、そ

こはきちっと対処をしていただきたいなと思います。 

◎金井委員 今いろいろお伺いしていて思ったんですけど、結局ただこういうペーパーで送ら

れてきただけでは、見なれていないというのもあるし、見てもよくわからない。一生懸命調べ

ますけれども。ですからやっぱりこれはもう説明がどうしたって必要だと思うんです。 

 今回の今日配られた資料を見ても、ほとんど文章は何もない。ただ表とか図だとか、これで

は、後で説明するからいいんだというお考えかもしれないんですけど、例えば予算なり決算な

り、主な点はこうですと、一定のこのぐらいのコメントはつけて出すべきだと思います。それ

は議会や何かでも説明しているわけですから、仮に資料を配付するだけで終わらせるにしても、

当然その程度努力はする必要があると私は思います。 

 基本的にはやはり、引き続き何回か開く予定を提案されていますから、ただ単に送るという

だけではなくて、説明して質問に答え及び意見を求めるという場にすべきではないかと思いま

すがどうですか。 

◎藤本市民部長 決算の数値につきましては、多分今これからすぐできるものというのは、市

議会にも提出しているものと同じようなものになると思いますので、次回の運営協議会のとき

には、それと同時に決算の数値についても説明をさせていただきたいと考えます。よろしいで

しょうか。 

◎遠藤会長 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。 

 ほかに質疑がなければ、これでこの議題を終了いたします。 

 次に、日程第４「国民健康保険制度改革について」を議題といたします。事務局の報告を求

めます。お願いします。 

◎高橋保険年金課長 それでは、国民健康保険制度改革の概要についてご説明をさせていただ

きます。 

 市町村が国民健康保険を運営するようになってから半世紀が過ぎますが、その長い歴史の中

でも今回は財政運営を抜本的に見直す最大の改革となっております。今回の制度改革に当たり

ましては、国では平成２５年８月の社会保障制度改革国民会議の報告書を受け、平成２５年１

２月に成立した、いわゆる社会保障改革プログラム法により、改革の全体像、進め方を明示し、

そして医療保険制度改革関連法案が平成２７年５月に成立いたしました。 

 それにより、平成３０年４月より市町村が運営する国民健康保険の財政運営責任を都道府県
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が担い、制度の安定化を図ることとなりました。いわゆる国保の都道府県化などと言われてい

るところですが、市町村国保を完全に都道府県に移すという意味ではありませんので、そのあ

たりも含めて制度改革の概要についてご説明をいたします。 

 なお、これからの説明、資料につきましては、国の制度として国から出ている資料で説明い

たしますので、保険料という表現がされている場所があるかと思います。またそういう表現を

用いますが、本市では税方式を採用しておりますので、ここでは保険料イコール保険税という

ことにさせていただいて、その説明は適宜省略させていただきますのでご了承願います。 

 それでは、制度改革関係の資料をご用意ください。資料の１ページをご覧ください。資料左

側、背景ですが、まずは増大する医療費というものがございます。さらに少子高齢化の進展に

より、現役世代の負担増、国保においては被保険者の年齢が高く、医療費水準が高いなどの構

造的な課題があります。 

 そこで資料の右側、今回の改革の方向性として、国民皆保険を将来にわたって堅持していか

なければならないという認識のもと、①国保や協会けんぽなど、被用者保険の制度の安定化、

②世代間・世代内の負担の公平化、③医療費の適正化の大きく３点について図っていくことに

なりました。 

 資料２ページをご覧ください。市町村国保の構造的な課題、対応の方向性を示した資料でご

ざいます。資料の左側、市町村国保の構造的な課題です。年齢構成が高く、医療費水準が高い

こと、所得水準が低く、保険料負担が重いこと、一般会計繰入・繰上充用を行っているところ

があること、財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者があること、市町村間の格差

があることなどが挙げられます。 

 その対応策は資料の右側に示されているところでございます。①国保に対する公費による財

政支援の拡充と、②国保の運営については、財政運営を都道府県が中心的に担い、市町村は保

険料の賦課徴収や保健事業の実施などのこれまでの役割がより積極的に果たされるような適切

な役割分担をすること、③低所得者に対する保険料軽減措置、保険者支援制度などを拡充して、

これらの構造的な課題に対応していくことになります。 

 今回の制度改革の最大のポイントとして、都道府県も国保の保険者となり、財政運営を都道

府県が中心的に担うとしたことです。ですが、単に保険者の規模を大きくするということだけ

で、先ほどあったような国保の構造的な課題が解消されるわけではございません。 

 資料の３ページをご覧ください。そこで財政基盤を強化するために、国保への公費による財

政支援の拡充を実施して、財政基盤の強化を図ることとされました。その結果、３ページの上

の枠内にありますように、毎年３,４００億円の財政支援の拡充がなされることとなります。公

費３,４００億円というのは、国保の保険料総額、全国での約３兆円の１割を超える規模という

ことで、非常に大規模な拡充と言われています。 

 具体的な財政支援の内容としては、消費税が５％から８％に引き上げられた際の財源を一部

活用し、半分の１,７００億円を低所得者対策の強化のために、平成２７年度から実施されてい
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ます。平成２９年度から後期高齢者医療制度が全面総報酬割を導入したことにより得られる財

源を活用して、平成３０年度からは残りの１,７００億円を公費拡充していくものです。 

 財政調整機能の強化や自治体の責めによらない要因による医療費増・負担への対応として、

７００億～８００億円、保険者努力支援制度というものも新たに創設され、医療費の適正化に

向けた取り組み等に対する支援として、７００億～８００億円が公費拡充されることとなりま

す。 

 また、平成２９年度にはまだ都道府県化ではありませんが、後ほどご説明する財政安定化基

金を造成するため、平成２８年度までに積み立てた６００億円と平成２９年度に１,１００億円

を確保いたしまして、制度改革施行時に１,７００億円規模の財政安定化基金を確保することと

されています。 

 資料の４ページをご覧ください。平成３０年度の公費についての拡充分の全体像をイメージ

した図でございます。まずは財政調整機能の強化として、財政調整交付金の実質的な増額を行

います。８００億円程度拡充されます。 

 普通調整交付金について、これまでは市町村間の財政力の不均衡をならすという意味合いと

いうことで交付されていましたが、今後は都道府県間の財政力の不均衡をならす形に変わって

いき、３００億円程度増額となります。 

 次に、暫定措置として、納付金の仕組みの導入により、急激な国保の保険料上昇となること

がないように交付する激変緩和分として３００億円程度の確保をする。 

 次に、特別調整交付金について、今までは市町村の特別な事情を考慮して交付されていたも

のですが、今後は都道府県も含め特別な事情を考慮することとなり、自治体の責によらない要

因による医療費増等への対応として、都道府県分と市町村分を合わせまして２００億円程度増

額となります。 

 続きまして、保険者努力支援制度ですが、詳細については後ほどご説明いたしますが、これ

は医療費適正化に向けた取り組み等に対する新たな制度で、こちらも８００億円程度公費の拡

充がされます。特定健診、特定保健指導等の実施状況や、国民健康保険の保険料の収納率向上

の取り組みの実施状況などが指標として用いられることになってございます。 

 資料の５ページをご覧ください。今回の改革の運営面での制度改革の概要図になります。左

側、下部のほうですが、現行ですが、これまで市町村が単体で国民健康保険を運営しておりま

した。これに対し、右側の改革後をご覧ください。平成３０年度からは都道府県が財政運営の

責任主体となり、国保運営の中心的な役割を担うこととなります。 

 まず市町村の側ですが、これまでどおり地域住民と身近な関係の中、国保の資格管理、保険

給付、保険料率の決定、賦課・徴収、保健事業などの事業を引き続き行います。市町村側の最

も大きな変化ですが、特別会計の構造が大きく変わるということでございます。 

 次に都道府県ですが、都道府県にも特別会計を設置して、財政運営の責任主体となります。

まず都道府県がその圏内の市町村ごとに国保事業費納付金の額を決定し、市町村が納付金を都
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道府県に納付するというような形になります。都道府県は、保険給付に必要な費用を全額市町

村へ交付するということになります。また、都道府県は市町村に対し、市町村ごとに納付金の

納付に必要な標準保険料率というものを示すことになります。これらの仕組みにより、図のよ

うに都道府県と市町村が大きな丸で囲まれているところがあるかと思いますが、両者がともに

国保を運営していくという形になります。 

 次に資料の６ページをご覧ください。改革後の国保の運営に係る都道府県と市町村のそれぞ

れの役割についてでございます。改革後のそれぞれの役割を表にまとめたものでございます。 

 ２の財政運営については、都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村ごとの納付金を決

定するというところ、また財政安定化基金を設置し運営することとなります。市町村は都道府

県に納付金を支払うこととなります。 

 ３の資格管理についてはこれまでどおり市町村の役割ですが、都道府県が定める国保運営方

針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を進めていくこととなっております。 

 ４の保険料の決定、賦課・徴収については、引き続き市町村で行うことで変わりはございま

せんが、先ほど来お話ししているとおりに、都道府県が納付金から算定した各市町村ごとの標

準保険料率というものを示してくるので、市町村はそれを参考に保険料率を決定し、保険料を

賦課・徴収していくこととなります。 

 ５の保険給付ですが、市町村はこれまでどおり保険給付の決定を行い、支払いを行いますが、

この財源として都道府県が給付に必要な費用を、全額市町村に対して交付金として払うことに

なります。 

 資料７ページをご覧ください。このイメージ図は、都道府県と市町村の特別会計の関係、国

保財政の今後の仕組みについてのイメージ図になります。 

 これまで左のとおり、市町村の特別会計で行っていた国保の財政運営を、平成３０年度から

は右側の改革後とあるところにあるように、都道府県が責任主体となり、都道府県側にも国保

の特別会計が設置されることとなります。都道府県の支出のほうでは、市町村の保険給付に必

要な額を全額市町村へ交付します。図に交付金とあるところでございます。このことにより、

市町村は保険給付に必要な財源は確約されるわけですから、保険給付の増減を理由にする財政

運営の問題はなくなることとされています。 

 都道府県では、この市町村への交付金を支払うために収入が必要となってきます。まず国庫

負担金や国の調整交付金、都道府県繰入金等を収入します。都道府県の収入の上部の点線で囲

まれている部分です。市町村への交付金からこれらの財源を除いた額、図の収入の点線の外の

部分ですが、この額について市町村ごとに納付金の額を決定します。 

 市町村では納付金の支払い義務があります。この納付金の額は保険料軽減分や保険者支援分

に対する一般会計からの法定内繰入などの財源、市町村の収入の点線の部分ですが、この額を

差し引いた額が納付金となり、その金額を賄うために保険料率を決定し、保険料を賦課・徴収

していきます。 
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 資料の９ページをご覧ください。図の左側からになります。まず①ですが、都道府県では医

療給付費等の見込みを立てて、市町村ごとに納付金の額を決定します。 

 次に②ですが、都道府県としての保険料の標準的な算定方式、収納率を設定します。ここの

図の例では、算定方式は３方式となっておりますが、収納率についても被保険者数の規模ごと

に表のように設定しているところです。これについては今後、小金井市の場合ですと、東京都

と都内区市町村において協議をした上で決定されていくものとなります。 

 次に③ですが、市町村は納付金を払うため、都道府県の示した標準的な算定方法や保険料率

等を参考に、実際の算定方式や保険料率を決定していきます。例えばこちらに書いてある図の

ほうでは、Ａ市では２方式採用するという選択をしています。Ａ市、Ｂ町ともに都道府県の設

定した収納率を上回る収納率を設定することにより、保険料率を引き下げる例となってござい

ます。 

 このイメージを簡単にしたものが、ちょっと戻りますが、資料の８ページの図となってござ

います。 

 資料の１０ページをご覧ください。都道府県が決定する納付金の市町村への配分のイメージ

図になってございます。納付金は都道府県単位での保険料収納必要額について、市町村ごとの

被保険者数に応じた按分と所得水準に応じた按分方法により、市町村ごとの額を決定します。

ただし、それぞれ医療費実績について、年齢構成の相違による差を調整したものを反映するこ

ととされています。 

 図の下、左側になりますが、市町村の所得水準が同じ場合であれば、年齢構成の差異の調整

後の医療費水準が高いほど納付金の負担が大きくなり、医療費水準に応じた負担となります。 

 図の下、右側のところですが、年齢調整後の医療費水準が同じ場合であれば、市町村の所得

水準が高いほど納付金の負担が大きくなり、公平な保険料水準となります。 

 医療費水準αをどの程度反映するか、所得水準βをどの程度反映させるかについては、今後

東京都と都内の区市町村において協議した上で決定していくことになる予定です。 

 資料１１ページをご覧ください。都道府県内の市町村間の保険料率のイメージです。 

 左側は所得水準が保険料に与える影響です。年齢調整後の医療費水準が同じと仮定します。

そうすると、所得水準が平均の１.２倍になる市、真ん中のところの市町村では、図のように必

要な納付金が横に伸びるイメージとなり、納付金の応能分の按分額は平均の１.２倍の額となり

ますが、保険料率、ここでは一般で言うところの所得割と考えていただきたいんですが、こち

らは平均の市町村と同率でも金額ベースで１.２倍の額が確保されることになりますので、同じ

保険料水準となります。 

 逆に、所得水準が平均の０.８倍の市町村では、納付金の応能分の按分額は平均の０.８倍の

額となりますので、所得割率は平均の市町村と同率にしても、金額ベースで０.８倍の額の確保

ということになりますので、同じ保険料水準となります。 

 次に右側をご覧ください。こちらは医療費水準が保険料に与える影響です。所得水準が同じ
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と仮定します。医療費水準が平均より１.２倍の市町村では、必要な納付金が縦に伸びるイメー

ジですので、保険料率も１２％と平均の１.２倍、保険料額、ここでは均等割額と考えていただ

ければと思いますが、こちらも３,６００円と平均の１.２倍が必要ということになります。 

 同様に、保険料水準が低い市町村であれば、保険料率や保険料額は平均よりも引き下がると

いうような考え方になります。 

 資料の１２ページをご覧ください。標準保険料率を算定する場合の考え方になります。現状、

国保の保険料は、年齢構成や医療費水準に差があること、保険料の算定方式が異なること、決

算補塡等目的の一般会計からの法定外繰入を行っている市町村があることなどにより、差異が

生じているため、他の市町村の保険料水準との差を単純に比較することはなかなか難しい状況

にございます。そのため、都道府県が市町村ごとの標準保険料率を示すことにより、標準的な

住民負担を見える化するという意味があります。 

 下の表がイメージになりますが、ここでは１人当たりの医療費の高いＡ市が年齢構成調整を

するとさらに高くなり、１人当たり医療費の低いＢ町が年齢構成調整をするとさらに低くなる

という例を示してございます。所得水準は同じと仮定します。全国統一の算定基準による都道

府県標準保険料率は、所得割８％、均等割４万円となっています。 

 １人当たりの医療費の年齢構成調整後から、①都道府県内統一の算定基準で算出した場合の

市町村ごとの標準保険料率は、Ａ市は所得割１０％、均等割５万円と引き下がります。Ｂ町は

年齢構成調整後の１人当たり医療費がＡ市の６割のため、標準保険料率もＡ市の６割となる所

得割６％、均等割３万円となります。 

 また、都道府県は市町村の算定方式に基づく保険料率を算定することになってございます。

②Ａ市では変わりませんが、Ｂ町では３方式の算定方式をとっていますので、均等割は２万３,

０００円、平等割は１万円という形となってございます。 

 一番右が、その示されたものをもとに市町村が決定する実際の保険料率になります。Ｂ町で

は、さらに都道府県が示した標準保険料率の算定時の収納率よりも高い収納率を設定すること

ができるため、所得割も均等割も世帯割も料率を引き下げることが可能となっている例となっ

てございます。 

 資料１３ページをご覧ください。財政安定化基金の設置でございます。給付増や保険料不足

により財政不足となった場合に備え、一般会計の一般財源から財政補塡等を行う必要がないよ

う、都道府県に基金を設置し、都道府県及び市町村に貸付・交付を行うことができる体制を確

保するものです。保険財政のセーフティーネットになるものに当たります。 

 基本的には貸付で、無利子、原則３年間で返済するものです。財源不足になった年度に貸付

を受けますが、返済する３年間では、保険料率を定める際に返済分の原資として上乗せして算

定されることとなります。交付については、モラルハザード等が生じないよう、災害などの特

別な事情が生じた場合に限定されています。 

 基金規模については２,０００億円規模を目指し、国費で創設・順次積み増しすることとなっ
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ています。交付に対する補塡は、原則、国・都道府県・区市町村で３分の１ずつ補塡するとな

っていますが、今後、東京都と都内区市町村において協議した上で決定していく予定になって

ございます。 

 １４ページをご覧ください。激変緩和の基本的な考え方として、今回の納付金の仕組みの導

入により、急激な国保の保険料負担が上昇する可能性があるため、激変緩和措置を３段階に分

けて実施することとされています。ただし、本来保険料で取るべき額の変化に着目しており、

決算補塡目的等のための法定外一般会計繰入を削減したことによる変化は激変緩和の対象外と

なります。 

 ア）、１つ目は、納付金の算定に当たって、都道府県は医療費水準αや所得水準βを設定し

ますが、激変が生じにくいαやβ’の値を用いることを可能としています。 

 ただし、全ての市町村がこれで緩和されるわけではないので、２つ目として、イ）都道府県

繰入金による激変緩和措置というものがございます。現在も都調整交付金により保険財政共同

安定化事業の激変緩和を行っていますが、それと同じような要領で、保険料負担が一定程度増

えてしまう市町村には、都道府県繰入金を充てて、その激変を緩和することとされています。 

 ３つ目は、ウ）あらかじめ激変緩和用として積み立ててある特例基金でございます。平成３

０年度には、さきに説明をした都道府県繰入金を活用した場合、都道府県繰入金が入らない市

町村にとっては、相対的に都道府県繰入金が少なくなるため、保険料で集めるべき金額が上昇

してしまうという部分がありますので、こうしたことを調整するため、特例基金を活用するこ

ととしています。 

 これらの激変緩和措置を組み合わせて、施行時に保険料が急激に大きく変化することがない

よう取り組むこととされております。 

 資料の１５ページをご覧ください。保険者努力支援制度についてでございます。医療費の適

正化への取り組みや国民健康保険が抱える課題等への取り組みを通じて、保険者機能の役割が

より発揮されるよう創設されたものでございます。適正かつ客観的な指標に基づき、保険者と

しての努力を行う自治体に対する新たな補助制度です。平成３０年度以降は、７００億～８０

０億円の規模で公費を投入して実施されるものでございます。 

 資料の１６ページをご覧ください。その保険者努力支援制度の前倒しについてでございます

が、こちらの保険者努力支援制度は平成２８年度から前倒し分として既に実施しており、平成

２８年度については、特定健診、特定保健指導等の実施状況や糖尿病等の重症化予防の取り組

みの実施状況、後発薬品（ジェネリック薬品）の使用の割合、国保料の収納率向上への取り組

みの実施状況などを指標として用いてございます。 

 平成３０年度からは前倒し分の実施状況を踏まえつつ、指標を新たに検討していくこととな

ってございます。 

 資料の１７ページをご覧ください。平成３０年度の新制度の施行に向けた、全体の大まかな

流れを示している図になってございます。これは国が示したものですので、現在関係機関等と
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協議をしながら作業を進めているところでございます。具体的な作業のスケジュール例につい

ては、資料の１８、１９ページに、都道府県、市町村のそれぞれのものが示されてございます。 

 まず都道府県では、国から示された公費の考え方に基づき、８月中旬以降に納付金等の３回

目の試算を行うこととされています。市町村ではその結果を踏まえて、運営協議会で保険料率

等について議論する予定となっております。 

 その後、１０月中旬ごろには国から仮係数が提示されることとなってございますので、都道

府県でこの仮係数に基づいて納付金等を算定し、その結果を市町村へ提示することになってご

ざいます。市町村では仮係数の結果をもとに保険料率をどのように設定するか、運営協議会で

ご議論いただき、あわせてそれをもとに予算編成作業につなげていく予定となってございます。 

 そして１２月下旬ごろに国から確定係数が提示されますので、３０年１月早々に都道府県で

は確定係数による算定を行い、納付金と標準保険料率を確定し、市町村にそれぞれ通知する予

定となってございます。市町村においては保険料率について運営協議会において諮問し、答申

をいただき、３０年度予算と条例改正について３月議会に諮る流れとなってございます。 

 以上、説明でございます。 

 なお、この資料の至るところに記載されていますが、詳細は引き続き国と地方の協議の場で

議論されることとなってございますので、あくまで概要ということでご了解いただければと思

います。 

 以上です。 

◎遠藤会長 事務局の報告が終わりました。長きにわたっての内容も深いものでありますが、

何かご質問はございませんでしょうか。永並さん。 

◎永並委員 ちょっと今ご説明していただいた中だけでは、どんなふうに改革されて、私たち

にどんな影響があるか、ちょっとわからないんですけれども、１４ページに、一部の市町村に

おいては、被保険者の保険料負担が上昇する可能性がある、そのために経過の措置をとるとい

うことが出ているところを見ると、私どもの負担が増えるんじゃないかなという印象を持った

んですけれども、小金井市においてはその辺はどのような可能性があるのか、もしおわかりで

あれば教えていただきたいと思います。 

◎高橋保険年金課長 これについては、なかなか今の時点で申し上げるのは厳しいところでは

ありますが、先ほど一番最初にあったとおりに、現在の国民健康保険の制度に関しては、構造

的な幾つかの大きな課題があるというお話を繰り返しさせていただいているところです。先ほ

どの予算のお話のところにもありましたとおり、現在小金井市のみでなくて全国的に、規模は

違うと思うんですけれども、一般会計のほうから増大してしまった、急に保険料が増えてしま

ったときであるとか、いただいている保険料や公費の負担分ではどうしてもこの制度を維持し

ていけないような状態のときに、一般会計から法定外の繰入をしているような状況がございま

す。 

 先ほど資料の２ページのほうに構造的な課題として、それ以外にもさまざま挙げられている
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ところですが、これを一定程度解消していかないと、この制度自体が維持できないということ

で、今回改正を考えておりますので、小金井市といたしましても、いまだ先ほどお話ししたと

おりに一般会計からの法定外繰入というものを続けておりますので、それをどういった形で解

消していけるのかというところに着目しながら考えていかなくてはいけないと思っております。 

 なので、保険料についても、先ほどいろいろな方式、２方式であるとか３方式であるとかと

いう形で、似たような市町村と比べる場合にも、高い低いというのもあまり一目で判断ができ

るような状況にもない部分もございます。 

 ただ、１点言えることは、こうした格差をある程度全国的にならしていく方向にあるのでは

ないかと思っておりますし、例えば東京都であれば東京都内の区市町村のところで、どこに住

んでいらっしゃっても、同じ所得の人には同じ程度の負担をしていただくことが公平性につな

がるのであれば、そういったところも含めて考えていくということであれば、すぐということ

ではないですけれども、そういったところも視点として今回の改革で入ってくると思います。 

 小金井市としてのお話とすれば、先ほどあった最初のスケジュールのとおりに、納付金額、

東京都が都内の各区市町村の分、小金井市は幾ら払ってくださいねというのを決めてきますの

で、それを払うために、保険料をどの程度いただかなくてはいけないかということを決めてい

くという形に制度が変わるところが一番大きなところだと思っております。ただ先ほど森戸委

員からお話もありましたとおり、それを急激にできるかどうかというのは、示される金額によ

って決まってくるのかと考えてございます。 

◎吉田委員 よろしいですか。これからの正念場は東京都との折衝の場が問題になってくるん

じゃないかなと思うんですけれども、その機会というのは、東京都のほうから示されているか

どうか、その辺おわかりになっていれば教えていただきたい。 

◎高橋保険年金課長 現在、東京都のほうでも、全区市町村とお話という形にはなかなかなら

ないので、東京都と区市町村の代表との会議というものを持っています。当然その会議に諮る

内容にしても、区市町村の意見が聞きたい場合には事前にアンケートをとって、一定の意見を

言う場というものも確保されているような状況でございます。 

◎吉田委員 具体的にはこれはいつぐらいに行われたというのはわかりますか。あとは今後何

か予定されていることがあれば、教えていただければ。 

◎高橋保険年金課長 もう昨年度から数回開かれていたはずです。済みません、ちょっと今す

ぐにいつというのが出てこないんですけれども、またそれとは別に、都道府県も先ほどお話し

したとおりに、３０年度からは保険者となるわけです。そうすると、今まで市町村で運営協議

会というものをこの場で持たせていただいていますが、都道府県のほうでも運営協議会という

ものを設置して、そこで例えば東京都が定める運営方針や保険料率の考え方、算定の方法等に

ついても諮っていくという形になりますので、そちらについては秋くらいになると聞いていま

す。 

◎吉田委員 今後新しい方策で都道府県も保険者に入るということで、単純に言ってしまえば、
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都道府県が財政調整をやりましょうと。小さい村とか町で、オプジーボみたいなあんな高額な

ものが出ちゃったら破綻しちゃうしということで、とにかく財政とあとは効率化を図ろうとい

うことで、国のほうでやっていらっしゃるということだと思うんですけれども、実際に今後進

めるに当たって、医療費が低ければその分配慮しますよ、要はインセンティブを与えますよ、

あるいは所得水準、年齢調整等も考えてやりますよ、これはお隣にいらっしゃる協会けんぽさ

んが、かつては国が一本でやっていたものを、今都道府県単位で保険料率を変えています。 

 やり方が同じようなやり方で先例としてあるので、おそらく国保さんのほうも同じような考

え方で国は示しているんだろうなとは、漠然とは思っているところなんですが、所得水準でい

くと、三多摩地区だけでいくと、結構小金井市さんは高いほうになると思うんです。そのほか

年齢的なものとか医療水準――医療水準は頑張って下げることによってできると思うんですけ

れども、そういったことによって、ある程度今までのものと変わってくるのかどうかというの

が、やはり皆さんの関心事なんだろうなと思うんです。 

 そういった面で、もう既にそういう東京都との話し合いの中で一定の情報が出ていて、じゃ、

小金井としては今までの水準とどんなふうに変えるのか、少し下がるのか、上がるのか、そう

いったところが皆さんの関心事になると思いますので、そういう情報がありましたらば、こち

らの運営協議会のほうにも情報提供いただければなと思いまして、先ほどちょっと質問させて

いただきました。ありがとうございます。 

◎遠藤会長 ほかにいかがでしょうか。 

◎倉田委員 よろしいですか。ご説明をいただいたのが２８年６月２４日の資料がもとですの

で、かなり古い状況の中で課長さんも苦労があっていただいたのかなと思うんですが、その中

で、法定外繰入を行っている市区町村の保険料をどう反映させるかということが、我々とする

と最大の関心事であるんですけど、これはスケジュールからすると、２９年の１０月中旬の国

からの仮係数の提示というところに、一定の考え方が含まれると見ていいんでしょうか。それ

ともその後の２９年１２月の下旬というところのスケジュールにあります、国からの確定係数

の提示、ここまでいかないとその辺が見えてこないということになるんでしょうか。どういう

ふうに反映されるかが非常に心配でありますので、確認しておきたいということです。 

◎高橋保険年金課長 国のほうでは、公費の考え方等も示してきています。それに基づいて試

算をしたことによって決まっていくわけですが、先ほどの繰入金をどうするかという考え方に

ついては、まずは１つ国のほうで、一般会計の法定外繰入の中でも、解消すべきものと、例え

ば保健事業等に充てるような、ここは解消しなくてもいいんじゃないかというところを、今仕

分けして示し始めているような状況がございます。 

 解消すべきというところにつきましては、当然今回の改正については、それを解消していく

ために、大きな課題の一つなので、そういう考えのもとでやっていますが、一方で、それをい

きなり解消してしまうと、先ほど来あった、被保険者の方の保険料の急激な負担増につながる

ような市町村もあるということで、そちらについては一定それぞれの状況にあわせて、もしく
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は都道府県のほうのそれぞれのところで運営の方針を定めながら、その方針にのっとって、都

道府県が都内、県内の市町村と共同して方策を考えながら、解消の計画というものを立てなが

らやっていくような形になると聞いております。 

 ですので、すぐ３０年度に全部がなくなるかどうかというのは、ちょっと今の時点ではお答

えできないようなところでございます。 

◎倉田委員 なるほど。２８年６月の段階で、それは解消の方向に向けてということは明らか

に国として言っていたので、先ほど森戸委員がおっしゃったような、出してはいけないとまで

は言っていないですけど、縮小の方向ではっきり言っていたということですので、そこがどう

なっていくのかということが、この１年たっても変わっていないということだよね。 

◎高橋保険年金課長 方向性は変わっていないと思います。ただ、ぎちっと３０年度にもうや

っちゃだめだというような形では、先ほどおっしゃったとおりにそういう形で示されているわ

けではございません。 

◎倉田委員 ないと。わかりました。 

◎遠藤会長 先ほどお手を挙げていたので。齊藤さん。 

◎齊藤委員 たくさんあって、よくわかっているわけじゃないですけれども、２つだけ教えて

ください。 

 １つ目は９ページの保険料収納必要額のこのＡ市とＢ町の２方式と３方式は、たしか説明で

は設定するとおっしゃったと思いますが、これは小金井市は２方式でいくよとか３方式でいく

というのは、小金井市で決められるということでいいですか。 

◎高橋保険年金課長 まずは国民健康保険の方式ですけれども、今ももう東京都内でもいろい

ろな方式をとっているような状況です。もしかしたら皆さんのほうがお詳しいのかもしれない

んですが、例えば東京都内２６市の中で、２方式と言われる所得割と均等割で保険料の額を決

めている方式で算定しているところが１７市、２９年度の当初ではございました。３方式が小

金井市も含めて６市、４方式が３市となってございます。また２３区は全て２方式をとってい

るような状況でございます。 

 先ほどお話ししたとおりに、東京都はそれぞれの区市町村の所得の状況とか医療費の水準の

状況とかを含めて納付金の額を決め、それぞれの区市町村が納めるための標準的な保険料率と

いうものを定めてくるわけですけれども、基本何方式で標準の保険料率を示すかは、東京都の

ほうで決める形になります。 

 ただ、今言った形でいろいろな方式があるので、その２方式なら２方式で定めたもの以外に

も、小金井市は３方式だったら３方式の標準だったらこういう金額になるんだよというのを示

してくれると聞いております。 

 区市町村の保険者のほうでその方式を選べるという状況が、すぐに変わるとは聞いてござい

ません。ただ、先ほどの保険料の比較をしたり見える化をしていくためには、もしかすると、

そこも含めて考えたほうがわかりやすい制度になるのではないのかなというところもあると思
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います。ちょっとこれは小金井市で今後３方式を続けるかどうかも含めて、今後皆様にもご意

見いただきたい部分ではございます。 

◎齊藤委員 今の説明の中で４方式って出てきたんですけど、４方式目は何なんですか。 

◎高橋保険年金課長 所得割、資産割、均等割、平等割とあって。 

◎金井委員 資産割を小金井は廃止したんです。 

◎齊藤委員 なるほど。 

◎高橋保険年金課長 小金井も以前は４方式でやっていたのを、資産割のほうを廃止させてい

ただいて３方式になったと聞いています。 

◎齊藤委員 わかりました。２つ目は保険者努力支援制度なんですけど、このあたりでインセ

ンティブのために少し早めて、平成２８年度から該当するところにはこの制度を適用するとあ

るんですけど、２８年度だから、まだもらえるかもらえないかわからんわけですよね。見込み

はどうなんですかね。あと、もらえるとした場合はこの歳入の中ではどこに入るんですかね。

その２つです。 

◎高橋保険年金課長 小金井市の場合もこれまでのお話の中で、国保税の収納率の向上に向け

て努力をしたという話があって、一定その伸び率などが認められてお金が入っているようなと

ころになります。これはたしか東京都の補助金のほうにお金が入る形になります。 

◎齊藤委員 それはもうもらえるという公算が高いんですか。こちらでもらえるんじゃないか

という方向にある気持ちというか。 

◎高橋保険年金課長 もらえるように伸ばしていきたいと考えておりますし、今ちょっと例に

挙げたのは、国保税の伸び率の話をしてしまったんですけれども、ほかにも、例えば糖尿病の

重症化を防ぐための事業であるとか、そういうものを実施して、一定参加していただけたりと

いうところで、ポイント制ではかられるものでありますので。 

◎齊藤委員 ２８年度のインセンティブがもしもらえるとしたら、この歳入に２９年度に入っ

てくるわけですね。２８年度に入るわけないから、締め切った後しか結果は出ないですよね。 

◎高橋保険年金課長 ちょっと方式がはっきりしないんですが、もしかすると概算をもらって、

最終的に精算するとかというような形になっていたかと思います。 

◎齊藤委員 じゃ、２８年度はもう結論が出ているわけだから、２８年はおそらくもらえない

ということで考えていいんですかね。 

◎高橋保険年金課長 ２８年度は一定いただいていたかと思います。 

◎齊藤委員 そうですか。 

◎高橋保険年金課長 先ほど言ったとおりに、前倒しの事業だったので、一番最初の年は、あ

る意味実施すること自体で結構もらえるという部分もあったかと考えております。特に前倒し

の時点で事業をできていた市町村とそうじゃない市町村というのがありますけれども、これか

らはそれぞれの市町村が特にここには力を入れてくると思いますので、そうした場合に、やっ

ていたところに集中して配分されていたものが、たくさんの市町村がやったところで配分にな
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ると、いただけるものもそれなりになってしまうのかなとは想像します。 

◎齊藤委員 この予算概要の中では、２８年度、款６の項２に入っていると考えていいわけだ

な。 

◎高橋保険年金課長 先ほどの資料の１５ページを開いていただけますか。２８年度、前倒し

でやった年度と、先ほど説明した２９年度については、前倒しの部分については、規模は特別

調整交付金の一部を活用して１５０億円公費を用意していただいているので、そこから評価指

標に当たる事業を実施したりですとか、あとは保険料の収納率の伸びなどのところで、指標に

一定のポイントを付与して計算された金額をいただけるというような形になっています。なの

で、予算の中でいくと、特別調整交付金の歳入の一部分になっているという形になります。 

◎森戸委員 済みません、特別調整交付金って１５ページですか。この予算だよね。予算で今

説明されたんですよね。 

◎高橋保険年金課長 ごめんなさい、今こっちの資料のほうの１５ページで説明させていただ

きました。 

◎森戸委員 そうかそうか。今、予算上で言うとどういうふうになっているのかということだ

ったと思うんですけど、２９年度の予算もあるわけですよね。それは財政調整交付金になって

いるのか、都の補助金で反映されているのか。 

◎高橋保険年金課長 済みません、先ほどちょっと私、間違えたようです。款３の国庫支出金

の項２の国庫補助金のほうに入っている。 

◎森戸委員 款３の項２の国庫補助金の１１ページの特別調整交付金、ここに入っているとい

うことですか。 

 済みません、ちょっと確認なんですけど、先ほどの課長の説明では、保険者努力支援制度は

都の補助金に反映されているとおっしゃったんですが、それは違うということですか。款３の

項２の特別調整交付金に入るということでよろしいんでしょうか。 

 済みません、もう一回言いますと、款３の国庫支出金の項２の国庫補助金の目１の財政調整

交付金の説明２の特別調整交付金に反映されるということなんですね。 

◎藤本市民部長 そのとおりです。国庫支出金、そちらにそのインセンティブのほうが入ると

いう形になります。 

◎森戸委員 インセンティブはこっちに入る。 

◎高橋保険年金課長 済みません、先ほど私が都補助金と言ったのは訂正させていただきます。

申しわけございませんでした。 

◎遠藤会長 よろしいですか。吉田さん。 

◎吉田委員 今まで過去の中で、急激な制度の改正で、当時は都の一本化という話が出ていて、

それに向けて料率が急激に上がらないようにということで、特に多摩地区は首長さんがいろい

ろ努力されていて、一般会計から繰入で料率を抑えてきているところが多かったと。でも今回

こういう都道府県化になることによって急激な料率アップも想定されるので、それを防ぐため
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にやむにやまれず、国民健康保険の加入者の方には保険料率を上げることを了承していただか

なきゃいけないということで、ずっとこの間ご提案いただいて、現在に至っているという状況

がございますので、具体的な先ほどの説明の中でも、今後どういう料率設定をしていくのかが

見えてきたところで、今まで急激なアップにならないようにということも踏まえて、この協議

会では了承してきた経過がございますので、それらの意味も踏まえて、今後とも市のほうでは

努力をお願いしたいなということが１点です。 

 先ほど、その中には料率を上げざるを得なかったというのは、法定外の一般会計繰入、これ

は要はこの中で言いますと、皆さんは共済組合さんですよね。あとは、私どもは被用者保険、

それ以外の皆さんというのは、ちょっと言い方は語弊はありますけれども、国民皆保険の中で

受け皿として頑張っていらっしゃる国民健康保険の加入者。でもみんなここは小金井市の市民

だとしますよね。国保の１号の委員の皆さんは自分たちで保険料を納めています。ところが一

般会計の法定外繰入というのは、共済とか私ども被用者保険の者が税金として納めているもの

を国保財政に入れているのが法定外繰入となっています。 

 そういった面では、やっぱり国保の加入者以外の私ども被用者保険のほうは、自分たちで保

険料を払っている、プラス税金を小金井市に払っている。その税金のうちから国保の保険料の

財源の軽減のために繰入をしている。その金額というのは、極力やはり避けて少なくしていた

だきたいというのが被用者保険のほうの希望ということで、今までも申し上げてきました。 

 ただそれも、一気に云々という話にはなりませんし、先ほどの繰り返しになりますけど、過

去の委員も含めて、苦渋の選択の中で負担をお願いして、現在まで来ましたので、あとは大き

な改革がありますので、重ねてのお願いになりますけど、市のほうも委員に対する情報開示を。

先ほど来出ていますけど、議会が第一だというのは心情的にはわかるんですけど、やはり諮問

機関である私どものほうにも、そういった面では情報提供をお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

◎遠藤会長 よろしいですか。松本さん、お願いします。 

◎松本委員 医療費水準と、それから所得水準のこの計算、算定根拠、これはどういうものか

とちょっと教えてもらえませんか。こんなことを言ったら審議会の委員から出ていけと言われ

るかもしれません、基本的なところだと思うんですけれども、何がこういうベースにあって議

論になるのかというのがわからないので。 

◎高橋保険年金課長 この医療費水準に関して言えば、一定支出をしている療養費等の関係が

あるのかなと考えるところもあります。また、最初にご説明したとおりに、年齢の分布である

とかで大きく変わってくるものと聞いていますので、そちらについてはまだ私どもも、すごく

難しい計算方法で出すというところまでしか、ちょっと把握ができていないところですし、具

体的な数値としてもまだ示されているものがありませんので、今後順次お示しできればと考え

ております。 

◎松本委員 何か表に出てこないような数字がいっぱい入っていて、さらにそのバッファーが
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あって、弾力情報があってという話で、結局よくわからないなというのが、この新方式を一読

しての感想なんですけれども、これを今後どういうふうにするのか。例えばＥＵに入っていく

場合には、実力レベルを同じにするというのを求められますよね。 

 例えば消費税率は１５にしろとか、それから財政赤字は何％に抑えろとか、一定の努力をし

て、仲間に入ってきて、それでもギリシャとかあちこちで破綻していくわけなんですけれども、

仮に今のマンモス東京に統合された場合に、こういったわずか１２万の人口の市がどうなるの

か、全く見えないような気がする。あるいはどうでもいい、さじかげん一つだということかの

かもしれませんけれども、ちょっと見えない、これを解読しようがないなというのがありまし

て、もう少し何かこう読み解いていくんだよとか、小金井市の実力で言えば、こんなふうにな

るんだよとか、そういうのを逐次お示しいただければ、我々もちょっとついていくことができ

るのかなと思っているんです。今ちょっと感想までの話なんですけれども。 

◎森戸委員 ちょっとそれと関連するんですけど、今回の国保制度改革は、国保制度だけでは

なくて、医療費適正化計画ということで、全体的に都道府県がどういう医療費水準で行うのか

という計画を立てなきゃいけないんですよね。あわせて介護保険は介護保険で、どういう認定

率にしていくのかという目標を立てさせられると。 

 この東京都の医療費適正化計画の検討委員会の中で、医療費水準を東京都はどうするのかと

いうのを検討していると思うんです。そこをちょっと私たちは大枠で、全体的な社会保障制度

改革が一体何なのかということを捉えていかないと、国保だけで見ても、なかなかこの制度改

革って理解し切れないと思うんです。今、東京都は７月２１日か何日かにこの適正化委員会を

開いて、今後の進め方や計画の内容を検討して、８月には国民健康保険や後期高齢者医療保険

のレセプトを集計して、今後どういう医療水準にしていくのかという検討をやっていると。 

 だから、まだ区市町村にはどのぐらいの医療費の水準かというのは示されていないのが現状

だと思うんです。だからそういう意味では、この医療費水準が高くなればなるほど国保の納付

金に反映してくる、そういう仕組みになっているわけですよね。だから介護保険と同じで、介

護保険料を抑えたければ、もうサービスはそんなにしなくてもいいというか、サービスの量を

控えていけば保険料は少なくて済むということと同じで、保険料を下げたければ医療費は抑制

しなさいよという方向に進まざるを得ないんです。 

 それが結局この保険者の努力支援制度の中に組み込まれて、医療費をどれだけ抑制できるか。

だから、いや、そんなに医療費がかかるんだったら、ちょっとぐらいは我慢しましょうという

流れに持っていかれるんじゃないかなという不安もあるわけです。だからそのあたりはもうち

ょっと全体的なところから、この国保制度改革の議論や説明をしていただかないと、なかなか

理解できない。 

 私もこの夏、かなりじゃないですけど、それなりに勉強はしたんですけど、今でさえ、なか

なか一つ一つの言葉がどういう意味なのか、覚えるのも大変だなと思うぐらいなので、医療費

水準を決めるというのはちょっと今説明したようなことなんじゃないかと思うんですが、いか
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がなんでしょうか。 

◎高橋保険年金課長 まずは先ほどの医療費水準とか、あとは所得水準の出し方は、細かくこ

ういうような考え方でというものはある程度示されていますが、実際にそれを計算するには、

全国の中のそれぞれの位置づけというものを含めて計算するように当然なってきますので、今

のところお示しできるような数字も持ち合わせていず、それをうまく説明することもちょっと

今日は難しいので、後日何かお示しできるものを探して、会の中でお示ししていければと考え

てございます。 

 また、森戸委員のほうからお話があった、社会保障制度全体に関することに関しましては、

先ほど冒頭のお話でもさせていただいたとおりに、それぞれ介護保険であるとか、医療保険の

制度であるとか、それ以外にもあるさまざまな制度はとても必要な制度なんですけれども、い

ろいろな要因によって、それを維持していくのに厳しい状況になってきていると。そういうこ

とを踏まえて、今回の社会保障制度改革というものを国は始めたと考えております。 

 確かに医療費を抑制することができれば、皆さんからいただく保険料というものの当然下が

っていくというところは基本でございますが、先ほどの保険者努力支援制度の関係であっても、

例えば医療費を削減するといった場合に、先ほどお話があったように、体の調子がよくないの

に医療にかからないようにしようということではなくて、例えば健診とか、あとはかかってし

まうと医療費が高くかかるような生活習慣病とかにならないことができるように、早期発見、

早期治療で、トータル的には医療費が下がることに向けて、どういった努力を保険者としてし

ていかなくてはいけないかということを考えながら、国は指標を定めてくるのではないかなと

私は期待をしております。 

 ただ、いろいろな形で、そもそも制度はとても複雑になっているような中で、皆様にこの制

度改革に対していろいろな意見をいただく上でお示しできる情報の提供というものについては、

できるだけ早く対応していければと考えているところですが、私どもも国から示されているも

のもなかなかない中で、今回は少し古い資料も含めたご提示となっていることについては、大

変申しわけなく思っております。 

◎金井委員 ちょっと感想というかあれなんですけど、木を見て森を見ないということはよく

言われますよね。それはわりと上から目線で見て、この国保で考えると、市の国保全体が森だ

とすると、私たち加入者は木なんです。木としては森を見ないなんて言われるとちょっと心外

なんですけれども、やっぱり一人一人の木である加入者が安心して医療にかかれるということ

が、最大の目的だと思うんです。ですからそのことができにくくなるような改革では困るわけ

です。そのことがやっぱり一番気になるわけです。ですからそこは非常に私は大事じゃないか

なというのは、ちょっと感想として持ちました。 

 それでちょっと質問させていただきたいんですけれども、標準保険料率というのを都が市町

村ごとに設定してくるということでいいんですか。そういう理解で間違いないか。だから小金

井市と国分寺市は違う標準保険料率が設定されてくるということでいいんですか。ちょっとお
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しえてください。 

◎高橋保険年金課長 標準保険料率の決め方についても、都道府県がそれぞれで定める形にな

っております。おっしゃったとおりに、例えば東京都内の各区市町村それぞれの状況に合わせ

て、それぞれに異なる保険料率を設定することもできますし、例えばの話、オール何とか県、

うちの県内では標準保険料率はこれでいきますと、全部統一という形で設定することも可能と

聞いてございます。 

 ただ、その標準保険料率を算定する方式については、国からこういった形でこういった何点

かの注意点があって、そういうことも考えに入れながら示すようにとなってございますので、

例えば先ほど来ちょっと内容的に難しいと言われている医療費水準、所得の水準といったとこ

ろは、１つの県内でほぼどこの区市町村も同じだよという形であれば、標準保険料率は同じで

も構わないんです。都道府県がそれぞれの状況に応じて、どういった形で標準保険料率を示し

ていくかというところも、都道府県に課せられた部分になることになります。 

◎金井委員 ではちょっと再度よろしいですか。今のご説明だと、例えば大阪では何か全部一

緒みたいな報道をちょっと見たことがあるんですけれども、市町村別に決めてくるのは東京都

で、例えば小金井市はこうと決めてこられたら、それを受けて、それを賄えるような方式をや

りなさいということなんですか。 

◎高橋保険年金課長 先ほどお話ししたとおりに、都道府県は、東京都なら都内にある区市町

村に対して、納付金の額をそれぞれ指定します。その納付金を納めるために、各市町村に対し

て標準保険料率というものを定めます。その算定方式については、今都道府県とその中にある

区市町村で連携で協議をしながら、どうするかとかというところは話し合いで決まるんですけ

ど、決まった後で各市に別に指定するそういう標準保険料率を、最終的には平成３０年度の１

月ぐらいに示すような形になりますけれども、それを受けて各区市町村は、それをもとにしな

がら、自分のところに合った方式なり率なりというものを決めていく形になります。 

 ただ、それは先ほどもご説明したとおりに、指定されて払わなければならない納付金を納め

るために、どの程度保険料でいただくかというところも勘案して、標準保険料率は示されるわ

けですので、あとは微調整をどうするかというところを市町村で決めることはできるという形

です。 

◎金井委員 じゃ、最後に。これと直接あれなんですけど、現在の小金井市の収納率は、２９

年度は途中ですので、平成２８年度は何％か。ここの資料９ページに書いてある県の標準設定

のイメージ②というところに何％と。これは人口の規模じゃなくて被保険者の規模ですね。だ

から小金井市の場合だと、１万から５万の間ぐらいに現在入るのかなと思いますけれども、こ

れはイメージと書いてあるけど、実際にはこれがもう具体的なものなのか、その辺がちょっと。

イメージというと、一つのモデルみたいな感じですけど、そうではなくて、具体的にはこれが

一つの話の基本になっているのか、そこをちょっと教えてください。今日はこういうことで説

明をしてもらう会ですよね。 
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◎遠藤会長 はい。大丈夫です。 

◎高橋保険年金課長 市の収納率は後でお答えしますが、まずは資料の９ページのほうに書い

てあるものは、あくまでイメージということでお考えいただければと思います。出典をごらん

になっていただくとおり、これは２８年６月時点の国のほうで制度改革で示したイメージでご

ざいますので、こういったところも具体的にどういう形で設定するか、これから詳細は決まっ

ていくところでございます。 

◎上石納税課長 納税課長です。２８年決算で現年度分が９５.２％でございます。滞納繰越分

が３８.２％で、合計が８５.３％となっております。ちなみに、２７年度は現年度が９４％で

したので、１.２％、２８年度が上がっています。滞納繰越分は２７年度は３９.０でしたので、

逆に０.８％落ちていますが、合計では、分母の関係で２７年度は８２.８％でしたので、２８

年度のほうが２.５％、収納率が上昇しています。 

 以上です。 

◎金井委員 ８５.何％。 

◎上石納税課長 ２８年度は８５.３％です。 

◎金井委員 ありがとうございます。 

◎高橋保険年金課長 保険年金課長です。先ほどの標準的な収納率というものですけれども、

現在、各都道府県それぞれでその管内の区市町村と話をしながら、どういったものを標準的な

収納率として使うかというところも含めて、協議を重ねているところとお答えさせていただき

ます。 

◎遠藤会長 ほかにいかがでしょうか。渡辺さん。 

◎渡辺委員 細かく皆さんのご質問も伺いながら、これから私たちが努力していくという部分

におきましては、やはりがん検診やさまざまな検診の受診率を上げていくこと、また市として

もそうした部分での取り組みを拡充していく必要があるのかなと。また個人にあっては、やは

り国保が破綻してしまっては大変なわけですので、いかに医療費を削減していくのかという部

分で努力をしていく。また、このようなインセンティブも与えられているということですし、

既に２８年度では、やはり前倒しで今まで行ってきましたデータヘルスの今後の利用やジェネ

リック医薬品の利用など、こうしたもので生まれてきた、例えば先ほどもありましたけれども、

補助金がこのようにいだたけたということとか、受診率がこのようにアップした、また伸び率

がアップしたということを、私たち協議会の場所にも示していただくとともに、市民にも広く

示していただいて、市全体として取り組んでいくことが、やっぱり一番重要なのかなと思って

おります。 

 先ほどもありましたけど、我慢するのではなくて、安心して医療にかかれる、そのためには

日頃からのさまざまな不摂生も含めまして、健康への取り組みをどのように市民全体が、楽し

みながらといいますか、ほんとうにインセンティブを感じながら、また結果もそれぞれが元気

になれば非常にうれしいわけですから、高齢者の方々も若い方々もそれぞれが頑張れるこうし
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た広報を、ぜひともしていっていただきたいなと思いますし、そういったものを目に耳に、ま

た見えるものにしていただいて示していただくことが必要であるなとは思ったところです。 

 また市によっては、例えば市民病院があるとか、それぞれの市で非常に受診しやすい環境に

あったり、みんなそれぞれ取り組みが違っていると思うんです。そういう点では、やっぱりそ

の市の中にあって、いかに改善しているのかがわかるということは非常に大事かなと思ってお

りますので、今日は健康課の方といいますか、そうした部分でのお話は細かなことは伺えない

かもしれませんけれど、ぜひとも次回はそういったことも教えていただけたらいいのかなと思

いますが、その辺についてはいかがでしょうか。 

◎高橋保険年金課長 先ほどがん検診の例などをとられたところで、小金井市の場合には先ほ

どお話があったとおりに、一般会計の健康・保健・衛生部門のほうでそういう検診等をやって

ございます。 

 ただ、国民健康保険の制度の中では、被保険者の方を対象とした特定健診、保健指導のよう

なものをやってございますし、先ほどの保険者努力支援制度の関係でも、さまざま区市町村の

中で、どんなものに医療費がかかって、どういう病気の方が多いとか、どういうことは多いの

かということを考えながら、どこにポイントを置いて被保険者の方に情報を流し、もしくは検

診等を行い、早期発見、早期治療につなげていくかということを考えるようにと言われている

のが、データヘルスの計画であるとか、保健師の計画という形になりますので、内部でも保健・

衛生部門とさまざま連携をとりながら、市全体として健康な方が増えるような形になればいい

なと考えておりますので、そういった取り組みも今後推進していかなくてはいけないと考えて

ございます。 

 この会のところで、どういった形で資料の提供ができるかということについては、こちらの

ほうでまた検討させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

◎松本委員 その関係で、メタボにマイナンバーってあるじゃないですか、ひもつきがありま

したね。利用は進んでいるんですか。ちょっと余計なことを聞きますけど。メタボ健診とマイ

ナンバーのひもつきが、もう始まっているんですよね。 

◎高橋保険年金課長 まだ具体的にはマイナンバーのほうは、本則のところでもなかなか難し

いかなと思っていますので、今後順次という形になってくるかと思います。 

◎松本委員 ああ、そうですか。 

◎金井委員 先ほど収納率をお伺いして、平成２８年、現年分が９５.２％、それで繰越分とい

うことですから、合わせて８５.３％。それで２７年度よりもかなり収納率がアップしていると

いうことですけれども、収納率向上のために国保の係の体制を変えましたよね。向上すること

自体はいいんですけれども、その収納が強化される中で、いろいろな問題が起きているんでは

ないかというのも心配されるわけです。 

 その中で、政府が出している通知か告示かちょっとよくわからないんですけれども、生活費

に入り込まない、国費の保険料を支払うために生活費を一定程度、例えば１人月１０万とか、
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そこには入り込まない、そういう通知か何かを出しているはずなんです。それをぜひ次回のと

きまでに調べて、提示していただきたいんです。行政指導か通知か、とにかくいずれにしても

そういうものが出されているので、問い合わせていただきたい。やはり生活できなくても保険

料を支払えということにはならないと思いますので、一定の月１人１０万とか、子供の場合は

幾らとか、そういうものが示されているはずなんです。それをぜひ入手して、次回のときに資

料として提出していただきたいのが１点。 

 それから現実の取り組みというんですか、滞納処理というんですか、そういう具体的な状況

と件数、金額といったものについて、２８年度ないしは２７年度でも結構ですけれども、これ

も示していただきたいと思います。やっぱり今日のご説明でも、制度改正によって保険料がか

なり上がるのではないかという心配が、これを見ただけでもされるわけですけれども、そうい

う中で厳しい徴税というんですか、小金井市の場合は税という扱いですから、そういうことも

あるので、その辺の実態を資料として出していただきたい。 

 それから直接関係はありませんが、税法上の扶養控除にならない子供の国保加入者の数、こ

れをやはり一覧表で出していただきたいと思います。 

◎上石納税課長 納税課長です。国からの通知については調べさせてください。ただ、差し押

さえ禁止財産というのは国税徴収法に定められています。先ほどおっしゃいましたように本人

１０万、あとは生計を一にする親族について１人当たり４万５,０００円というのは、定められ

ていますので、それを踏み越えての差し押さえはしておりません。 

◎金井委員 ではその資料で結構です。 

◎上石納税課長 はい。次回お出しします。 

◎森戸委員 一番の関心、やっぱり保険料がどうなるかというのは、先ほど来皆さんがおっし

ゃっていたことだと思うんですが、１つは東京都として統一保険料でいくのかどうか。となる

と２３区も多摩もみんな同じ保険税でいくということになると、相当２３区のほうが高いです

から、私たちがぐっと上がるのかなという不安があって、先ほど来言われているような標準保

険料額で、納付金に応じて各市が計算するんだということでいくのか。もうそこは決まってい

るということでいいんでしょうか、それをちょっと確認させていただきたい。 

◎高橋保険年金課長 まずは先に金井委員のご質問のところですが、先ほどおっしゃられた税

法上の扶養控除とならないお子さんの被保険者数。 

◎金井委員 要するに、一定の年齢より若い子供は、昔は税法上被扶養家族として扶養控除の

対象になったんですけど、変わっちゃって、何年か前からならない人たちが出てきた。 

◎高橋保険年金課長 国保税。 

◎金井委員 じゃなくて税法、普通の基本的な所得で。所得税とか住民税です。実際にはうち

の小金井市の今の３方式では、世帯割と、それから１人当たりの人頭割とありますよね。その

人たちは、税法上は扶養控除もされないのに、国民健康保険の保険料は１人頭、１人幾らと定

額がかかってくるわけですね。多分伊藤さんだったかな、前に１度、そこのところを出しても



－ 38 － 

らった記憶があるんですけれども、大分時間がたっているので、最新のものでわかれば出して

いただければ。今日の説明にありました中で、それとリンクするような方針も出ているんです。 

 ですから、これは細かいことで、全体の流れの問題とはあれですけれども、やっぱり少しで

も負担が軽くできる部分は軽くしてもいいとここにもあるので、そういう点も含めて、その数

をちょっと調べておいていただきたいというお願いです。 

◎高橋保険年金課長 わかりました。以前にも出しているようなものがあるということでした

ので、ちょっとお調べして、準備ができるようでしたら、できるだけ早くお示しできるように

考えます。 

 それと、東京都の方式については、先ほど来お話ししているとおりに、まださまざまな算定

の方式についても今協議中ですので、できるだけ次回は、ある程度都から示されたものを皆さ

んにお示しできるような時期に開催させていただきたいと考えておりますので、少々お時間を

いただければと思います。 

◎森戸委員 これから９月には区市町村への意見聴取が行われるんではないかと思うんです。

私たちもまだ十分に検討はできていないんですけど、しかし２３区の保険料と多摩の保険料を

合わせて、統一の保険料にするのがいいのかどうか。非常に負担が増えるんじゃないかという

懸念があります。そのあたりは私は市で試算をされて、やっぱり東京都に対して意見を言って

ほしいと思うんです。それはやっぱり被保険者の負担が増えないような方式にしてほしいと。 

 先ほどもあったんですが、大阪などが統一保険料で行ったら、豊中市などは５０万９,０００

円だったのが６１万３,２７５円に統一された、１.２倍に保険料が増えたというお話などもあ

って、だからそういうことが決まる直前に私たちに公開されて、これでいきますみたいな話を

されると、じゃ、この運営協議会って一体何なんですかということになるわけですから、もう

ちょっと試算も含めて出していただきたいし、そのあたりしっかりしていただきたい。 

 それからもう一つは、東京都の繰入金なんです。区市町村が一般会計から繰入することは、

もうなかなか難しくなってきているわけですよね。激変緩和措置の対象外になると言っている

わけですから。そうなると、都道府県、東京都がどういうふうにその財政的な補塡をしてくれ

るのかというのが、非常に大きな焦点になってくるかなと思っていて、そこもやはり負担が増

えないような方向できちっと繰入を行える、激変緩和措置とかいうことではなくて、負担をし

ていただきたいなと思うわけですが、これは区市町村はやったらもう、この激変緩和措置はも

らえないから、繰入はもうやめようという方向なんですかね。そのあたりは市はどういう方向

性を持っているのか、伺いたいと思います。 

◎高橋保険年金課長 厳しいお話をいただいたかと思っています。ただ、国のほうでも今回の

この制度を上げる中で、いろいろな課題があって、大改革をしなくてはいけない立場に立って、

こういう制度を示してきています。 

 ただそのときに必ず、そうはいっても被保険者の皆さんの保険料負担というものが急激に上

がることは絶対あってはならない、ずっとそれもあわせて言い続けていることなんです。それ
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は国もそうですし、都道府県もそれについては一定の考え方を持っているとこちらは思ってお

りますし、当然国や都に対して私どもも意見を言っていくことは、これまでも財政の支援に関

してのことについては、意見を上げるなどのタイミングをはかって行ってきているところです。

おっしゃるとおりに、今ちょうど協議をしている最中ですので、東京都についてもそういった

ところは十分加味した上で方向性を示してくると思います。 

 ただ、先ほどお話があったとおりに、やはりそうはいってもこの制度を維持していくための

制度改正の内容ですので、例えば３０年にすぐ全てが変わるということでは当然ございません

が、一定の方向で市としてもさまざまな課題の解消に向けて、努力はしてまいらなくてはいけ

ないところがありますし、それについて皆様にご意見をいただきながらにはなりますけれども、

時には苦渋の選択を提示しなくてはいけないこともあるかなとは感じております。 

◎森戸委員 先ほどの被用者の方のお話も、わからない話ではないんです。しかし国保加入者

は、何度も言うようですが、所得には開きがあって、低所得者が多いという中で、低所得者は

どこで見るかというのはあるんですが、例えば２００万円以下で見たって、６割ぐらいが国保

加入者になっているわけで、ある意味所得の再分配をどうするかという話の中で、やはり最低

限の医療にかかれるものをつくっていく社会保障制度として維持をしていかなきゃいけない、

国民皆保険制度を維持していかなきゃいけないということから考えると、本来は国がもっと補

助金を出すべきなんです。 

 ところがこの２０年、３０年で、補助金は２分の１になってしまっているというところにメ

スが入らないものだから、結局区市町村と被保険者が苦しまなきゃいけないという状況になっ

ていて、ほんとうに何とかしなきゃいけないと私たちも思うわけですけど、いずれにしても社

会保障制度という観点からすれば、きちっと国の補助、東京都の繰入を含めて、被保険者にこ

れ以上の負担がないようにしていただきたいなということは要望しておきたいと思います。 

 以上です。 

◎遠藤会長 ほかにいかがでしょうか。 

◎片山委員 スケジュールなんですけれども、１０月中旬ぐらいということで次の協議会が設

定されていると思うんですが、この国からの仮係数の提示があってからということになるんで

すかね。それとも、その前の段階での何か連携会議などでの状況を伝えていただいてからとい

うことなんでしょうか。ちょっとこの辺のスケジュールだけ確認しておきたいと思っておりま

す。 

◎高橋保険年金課長 この後、今後のこの小金井市の運営協議会のスケジュールというか、進

め方についても提示をさせていただきますが、一応今日お示しした資料の１７ページ以降に入

っているスケジュールの案はあくまで例になっておりますが、例とはいっても、もうこれは結

構ぎりぎりのラインだと思うんです。先ほ0.どのお話のとおりに、私どもは来年度の予算組み

に関して、リミットもございますし、そこについては東京都に対して、必ず３月末の議会にか

けられるようなスケジューリングでお願いしたいということも話していますので、今後の次回
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以降の運営協議会については、それぞれの例えば試算の結果であるとか、あとはそれぞれのケ

ースが示されたときに、その資料をどんどんお出ししていきながら、ご意見をいただきながら、

できるだけきちんと今あるスケジュールの中でやっていくしかないということになりますので、

タイトな中で回数も結構何回か協議会をさせていただくようになりますが、ご協力をいただけ

ればと考えております。 

◎片山委員 １９ページのところに市町村の作業スケジュールの例が書いてあるわけなんです

けど、連携会議の開催で、そこで細かいことが検討されていくわけですが、それをこの運営協

議会で何かしら検討するということではないということなんですか。ちょっとそこら辺のやり

とりのやり方が今の課長の説明だとよくわからなかったんですが、検討・協議した結果、方針

が連携会議で決定されて、それがこの国保の運協におりてくるということになるんでしょうか。

ですから、どこで市町村としては意見を上げていけるのかなというのを確認したかったわけな

んですけれども、教えていただけないでしょうか。 

◎高橋保険年金課長 基本的には、算定の方法とか東京都の国保の運営方針とかを今固めてい

るようなところで、その内容についても都内区市町村と東京都が協議をしながら、今詰めてい

るような状況です。その算定方式に基づいて、納付金の額や保険料率、標準保険料率の試算と

いうものを東京都はしていくわけです。それだけではなくて、国からさまざま示される計算の

要因のようなものもあわせて試算をしていく形になりますので、その結果を見ながら、市の保

険料率をどのようにしていくか等をこの協議会にお諮りするような形になると考えてございま

す。 

◎片山委員 わかりました。 

◎遠藤会長 ほかにいかがでしょうか。永並さん。 

◎永並委員 今のお話で言うと、私たちがその料率を決める前段において、今いろんなご意見

が出ていますけれども、そういう私たちの意見が反映される機会というのはあるんですか。 

◎高橋保険年金課長 標準保険料率は東京都が市町村に対して示すわけです。それをもとに私

どもは、小金井市に示された金額と小金井市が東京都に払うべき東京都から示される納付金を

払うために、まずは平成３０年度の小金井市の保険料率をどうしていくかということを考え、

皆さんのこの会議の場に提示して、それについてご意見をいただいていくという形になるかと

考えております。 

◎永並委員 先ほど森戸さんからも出ていましたけれども、例えば東京都全体で一律にすると、

小金井市の負担が増えていくだろうというお話がありましたが、そういうことに関して私たち

が意見を述べる場はないと考えていいわけですか。要は運営審議会の意見は反映されないとい

うことですかね。 

◎高橋保険年金課長 そうですね。私どもがここで皆さんのご意見を聞いておりますので、市

の意見を述べるようなタイミングのところで、そういうことを反映していくというのがありま

す。例えば今でしたら、先ほど森戸委員がおっしゃっていたとおりに、まずはすぐに東京都内
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統一というのはないであろうと。そういうことをすると負担の増がとても心配だというような

ことについては、例えば、多分ないとは思っていますけれども、東京都のほうの話し合いの中

で、小金井市ではなくほかの２６市からもそういった意見は出ている状況だと思いますので、

あった上でも東京都が最終的に示してきたものが違うということであれば、当然そういった形

で意見を私どもは上げていくという形になるかと思ってございます。 

◎遠藤会長 他にご質問はよろしいですね。金井さん。 

◎金井委員 ちょっと質問。もうお時間ですけれども、今課長が言われた、東京都全体で１本

の標準保険料率に統一されるようなことは、今のところ考えられないみたいなお話だったよう

な気がするんですけど、私たちもそう受けとめていて、それから課長が代表される小金井市も、

そういう受けとめでこの問題に臨まれていると思ってよろしいのかどうかということと、それ

から、場合によっては２３区と２６市町村とは全く今でも違いますので、そんな乱暴なことは

なかなかできないとは思うんですけど、一方２６市町村のほうで何かそのような動きがあるの

かどうか、そこら辺はどういうふうにごらんになっているのか、ちょっと教えていただければ。 

◎高橋保険年金課長 市としてどうのというお話がありましたけれども、あくまで先ほどお答

えしたのは、今の時点で、平成３０年度にすぐに東京都が東京都内の区市町村の保険料率を一

本にするということは考えられないという私見でございます。その上で、確かに保険料が皆様

の負担にとても大きなことは十分私どもも理解しておりますが、国全体でこの制度を維持して

いくために示されている話だと感じております。 

 その中で、同じ東京都内で、同じような所得、同じような世帯構成のときに、ちょっと隣の

市で保険料率が異なるということは、ほんとうにこの制度としていいのかどうか。先ほど委員

の方からあったとおりに、やはり市によって１人当たりの法定外繰入というものも違ってきて

いると思っております。そういった中で考えると、今すぐには難しいかもしれませんが、最終

的な方向としては、東京都内もしくは日本国内というところで一定の考え方を持って、平均的

な保険料の決め方というものをきちんとしていくことが、今回の改正の一つの主眼なのではな

いかと感じているところです。 

 ですのでそれにつきましては、まずは今でしたら東京都内の区市町村と小金井市との状況の

違いであるとかを判断しながらにはなりますが、将来的にはそういうさまざまな課題をクリア

して、東京都の中で一定の保険料率もしくは納付金の分担の方法というものを決めていく最初

ですので、現時点ではなかなか難しいご質問をいただいたとしかお答えしようがないのかなと

感じております。 

◎遠藤会長 金井さん、よろしいですか。 

◎金井委員 はい。 

◎森戸委員 すみません、最後ですけど、２３区の市民１人当たりの担税力と、この２６市の

担税力というのは、段違い平行棒ですごい違いがあるんです。小金井も市民１人当たりの個人

市民税は、かなり２６市の中で高いほうだと言われていますけど、都心のほうの特別区と比較
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すると、もう比較にならない。そこの区と、小金井市だけじゃなくてほかの市も、同じ保険料

でいくんだみたいな話になったら、これはかなり保険税負担が増えることは予測されていて、

その点はぜひ市の立場として、やはり被保険者の負担が大幅に増えないように頑張っていただ

きたいということは、ちょっと意見として申し上げておきたいと思うんです。 

 もうそれ以上は質問しません。 

◎藤本市民部長 一言だけすみません。その保険料の負担というところでは、この間もこの制

度改革にあわせて、２６市の市長会等を通しながら東京都なり国なりに、負担がこれ以上上が

らないように、また急に上がらないようにという要望は、この間ずっとしてきているところで

す。 

 その中で先ほどから課長が説明したように、それぞれの市に対する標準保険料率をいう話も

ありますので、一気にはそこまで３０年度から一律ということにはなりませんけれども、現状、

東京都内の保険料はどうなっているのかというところも含めて、次にはまた資料とかも出した

いと思いますけれども、東京都内は７.何％の所得割というのが全部一律でかかっている状況も

あって、２６市のほうは、それぞれの市においてそれぞれの保険料率をかけているというとこ

ろもありますので、その中で総体的な考え方でもって、今後運営協議会にもお諮りしながら、

本市にとって適切な保険料率というところをご議論いただきたいと考えていますので、よろし

くお願いします。 

◎遠藤会長 それではよろしいですか。次に参ります。他に質疑等がなければ、ここまででこ

の議題を終了したいと思います。 

 次に日程第５「その他」に入りますが、事務局から何かありますでしょうか。 

◎高橋保険年金課長 それでは３点ほどございます。 

 まず１点目ですが、今後の本運営協議会開催スケジュールでございます。机上にお配りして

おります運営協議会開催スケジュール（案）をご覧ください。今年度は、今回を含めまして５

回の開催を予定しております。内容については記載されているとおりでございますが、先ほど

最初にお話があったとおりに、全ての内容について記載ができているわけではございませんの

で、平成２８年度の決算の状況のご説明、ご報告等も含めて、多少時期や内容については変更

がある場合もありますので、ご了承いただければと思います。日程や場所の正式な開催通知に

つきましては、別途ご送付させていただくようになりますので、よろしくお願いいたします。 

 ２点目でございます。本日、委員の皆様に、運営協議会委員のための「国民健康保険必携」

２０１７年度版の冊子というものをお配りさせていただいております。内容的には、国民健康

保険制度の成り立ちから、制度の詳細にわたるようなものとなってございます。比較的コンパ

クトにまとめられてございますので、お持ちいただきましてご活用いただければと思ってござ

います。 

 最後の３点目でございます。マイナンバー関係でございますが、本日、今年より委員になら

れた方には個人番号カードまたは通知カードをご持参いただくよう、事前にお願いをしていた
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ところでございます。源泉徴収票に個人番号の記載が義務づけられましたので、お手数ですが、

机上にお配りした源泉徴収票の用紙の点線から左部分の上部に、ご氏名、ご住所及び個人番号

の記入をお願いいたします。協議会終了後に職員が記載内容の確認をさせていただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

◎遠藤会長 それでは、皆さんのご質疑、多岐にわたりましてありがとうございました。 

 以上をもちまして、本日の会議を終了したいと思います。ご協力ありがとうございました。

お疲れさまでした。 

 

１６時２４分 終了 
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